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第１１回 栗原地域合併協議会

日 時 平成１６年１月１５日（木）
午後１時３０分

場 所 栗駒農業団地センター

会 議 次 第

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 会議録署名委員の指名

４ 報告事項
報 告 第 １ ８ 号 新市の名称名付け親大賞等の決定方法について

５ 協議事項
協 議 第２３号の２ 下水道事業について
協 議 第 ３ ７ 号 特別職の職員の身分の取扱いについて
協 議 第 ３ ８ 号 高齢者福祉事業について
協 議 第 ３ ９ 号 児童福祉事業について
協 議 第 ４ ０ 号 新市建設計画（第４章 建設計画、第５章 公共的施設の

適正配置と整備）について

６ 提案事項
協 議 第８号の２ 新市の事務所の位置について
協 議 第１２号の２ 議会議員の定数及び任期の取扱いについて
協 議 第 ４ １ 号 介護保険事業の取扱いについて
協 議 第 ４ ２ 号 農林水産関係事業（その２）について
協 議 第 ４ ３ 号 環境衛生関係事業について
協 議 第 ４ ４ 号 その他の福祉事業について
協 議 第 ４ ５ 号 社会教育事業について

７ そ の 他

８ 閉 会



報告第１８号 
 
 

新市の名称名付け親大賞等の決定方法について 
 
 
 新市の名称名付け親大賞等の決定方法について別紙のとおり定めたので報告

する。 
 

平成１６年１月１５日報告 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
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   新市の名称決定に伴う各賞の決定方法等について 
 
 

１．各賞の決定方法等 
 （１）各賞の決定方法 

新市の名称「栗原市」が決定された次回の協議会である平成１６年１月 
１５日の第１１回合併協議会席上において抽選を行う。 
（根拠：新市の名称募集要項第４条、第５条） 

 
（２）各賞の発表 

当選者には直接当選のお知らせを行うとともに、合併協議会だより及び合

併協議会ホームページで抽選結果の発表を行うものとする。 
 
（３）表彰及び記念品の贈呈方法 

「名付け親大賞」１名については本人と調整の上、極力早い回の合併協議

会席上において表彰及び記念品の贈呈を行い、他の賞については事務局が

贈呈（配布）する。 
なお、「名付け親大賞」受賞者は「栗原市」開市式に来賓として招待する。 

（根拠：新市の名称募集要項第６条） 
 
 
 

２．各賞の抽選方法等 
 （１）名付け親大賞 

対 象 者：新市の名称「栗原市」応募者の中から１名を抽選する。 
記 念 品：１０万円分全国共通商品券と５千円相当の地場産品。 

 抽選方法：「栗原市」応募者のみの抽選票から１名を抽選する。 
 抽 選 者：栗原地域合併協議会会長 

 
 （２）名付け親賞 

対 象 者：新市の名称「栗原市」応募者の中で「名付け親大賞」にもれた

方の中から１０名を抽選する。 
記 念 品：１万円分全国共通商品券と３千円相当の地場産品。 

 抽選方法：「名付け親大賞」を除く「栗原市」応募者のみの抽選票で１０名

を抽選する。 
    抽 選 者：栗原地域合併協議会委員（学識経験委員のうち新市の名称検討

小委員会委員 １０名） 
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 （３）優秀賞 
対 象 者：第一次選定（５種類）の中で「名付け親大賞」「名付け親賞」に

もれた方の中から２０名を抽選する。 
記 念 品：５千円相当の地場産品。 

 抽選方法：「名付け親大賞」「名付け親賞」を除く第一次選定（５種類）の

名称応募者のみの抽選票で２０名を抽選する。 
    抽 選 者：栗原地域合併協議会委員（学識経験委員のうち新市の名称検討

小委員会委員以外の委員 １０名） 
           同  上   委員（議会選出委員のうち議長 １０名） 
   
 
（４）特別賞 

対 象 者：「名付け親大賞」「名付け親賞」「優秀賞」にもれた全応募者（有

効分のみ）の中から１０名を抽選する。 
記 念 品：３千円相当の地場産品。 

 抽選方法：「名付け親大賞」「名付け親賞」「優秀賞」を除く全名称応募者の

抽選票で１０名を抽選する。 
    抽 選 者：栗原地域合併協議会委員（議会選出委員のうち議員 １０名） 
 
 

３．その他 
   記念品の内容 
    各賞の記念品については、栗原地域１０町村の地場産品の中から、各町村

物産振興協会等の協力を得て選定し、その他詳細については事務局対応と

する。 



               - 1 - 

   新市の名称名付け親大賞等の抽選結果表 

 
（１）名付け親大賞受賞者：１名 

 居 住 市 町 村 氏    名 ふ り が な 性 別 
    

   抽選者：合併協議会会長 
  
（２）名付け親賞受賞者：１０名 

 居 住 市 町 村 氏    名 ふ り が な 性 別 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

抽選者：合併協議会学識経験委員のうち新市の名称検討小委員会委員 
１０名） 

  
 （３）優秀賞受賞者：２０名 

 居 住 市 町 村 氏    名 ふ り が な 性 別 
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 居 住 市 町 村 氏    名 ふ り が な 性 別 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

抽選者：合併協議会学識経験委員のうち新市の名称検討小委員会委員 
以外の委員１０名、議会選出委員のうち議長１０名 

 
 （４）特別賞受賞者：１０名 

 居 住 市 町 村 氏    名 ふ り が な 性 別 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   抽選者：合併協議会議会選出委員のうち議員１０名 



協議第２３号の２ 
 

下水道事業について 
 
 下水道事業について、次のとおり提案する。 
 

平成１６年 １月１５日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

下水道事業について 
 １ 下水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新

市において速やかに下水道事業計画を策定する。 
 ２ 公共下水道事業 
  (1) 維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐものとし、

新市において随時調整する。 
  (2) 町村負担金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
  (3) 受益者負担金（分担金）の額については、金成町の例により新市にお

いて速やかに調整する。 
  (4) 使用料については、高清水町の例により新市において速やかに調整す

る。 
 ３ 合併処理浄化槽整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぐもの

とするが、補助金、分担金及び使用料については新市において調整する。 
 ４ 排水設備助成について、「私道内排水設備設置補助」及び「私道内公共下

水道設置補助」については、鶯沢町の例により合併時までに調整する。 
「水洗便所等改造資金あっせん及び利子補給」については、瀬峰町の例に

より、「生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助」については、築館町の例

により合併時までに調整する。   
 ５ 農業集落排水事業 
  (1) 施設の維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐも

のとし、新市において随時調整する。 
  (2) 受益者負担金（分担金）及び使用料の額については、公共下水道事業

の例によるものとする。 

平成  年  月  日確認 



関　　係　　項　　目

　１　下水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において速やかに下水道事業計画を 　４　排水設備助成について、「私道内排水設備設置補助」及び「私道内公共下水道設置補助」については、鶯沢町の

　　策定する。 　　例により合併時までに調整する。

　２　公共下水道事業 　　　「水洗便所等改造資金あっせん及び利子補給」については、瀬峰町の例により、「生活扶助世帯に対する水洗便所

　　(1)　維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において随時調整する。 　　設置補助」については、築館町の例により合併時までに調整する。

　　(2)　町村負担金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 　５　農業集落排水事業

　　(3)　受益者負担金（分担金）の額については、金成町の例により新市において速やかに調整する。 　　(1)　施設の維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において随時調整する。

　　(4)　使用料については、高清水町の例により新市において速やかに調整する。 　　(2)　受益者負担金（分担金）及び使用料の額については、公共下水道事業の例によるものとする。

　３　合併処理浄化槽整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとするが、補助金、分担金及び使用料に

　　ついては新市において調整する。

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

１．計画の策定状況 １．計画の策定状況 １．計画の策定状況. １．計画の策定状況. １．計画の策定状況 １．計画の策定状況 １．計画の策定状況 １．計画の策定状況 １．計画の策定状況 １．計画の策定状況

　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業

　　①着手年度・・・Ｈ５年度 　　①着手年度・・・Ｈ５年度 　　①着手年度・・・Ｈ６ 　　①着手年度・・・Ｈ７ 　　①着手年度・・・Ｈ６年度 　　①着手年度・・・H７年度 　　①着手年度・・・H３年度 　　①着手年度・・・Ｈ６年度 　　①着手年度・・・Ｈ５年度 　　①着手年度・・・Ｈ６年度

　　②最終年度・・・Ｈ２２年度 　　②最終年度・・・Ｈ２２年度 　　②最終年度・・・Ｈ２２ 　　②最終年度・・・Ｈ２５ 　　②最終年度・・・Ｈ２２年度 　　②最終年度・・・Ｈ２５年度 　　②最終年度・・・H１８年度 　　②最終年度・・・Ｈ２５年度 　　②最終年度・・・Ｈ２２年度 　　②最終年度・・・Ｈ２２年度

　　③全体計画面積・・・６３７ｈａ 　　③全体計画面積・・・７６９．０ha 　　③全体計画面積・・・３５７ｈａ 　　③全体計画面積・・・１０５ｈa 　　③全体計画面積・・・３６７．０ｈａ 　　③全体計画面積・・・１２４．３ｈａ 　　③全体計画面積・・・１５８．４ha 　　③全体計画面積・・・２６３．６ｈａ 　　③全体計画面積・・・３９１ｈａ 　　③全体計画面積・・・６０ｈａ

　　④全体計画人口・・・１３，４００人 　　④全体計画人口・・・９，６００人 　　④全体計画人口・・・３，１００人 　　④全体計画人口・・・６，８００人 　　④全体計画人口・・・４，７００人 　　④全体計画人口・・・３，０００人 　　④全体計画人口・・・６，０００人 　　④全体計画人口・・・８，９００人 　　④全体計画人口・・・１，２００人

　２）合併処理浄化槽

　２）合併処理浄化槽 　　①整備計画人口・・・１，５６６人 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽

　　　整備計画人口・・・１，５００人 　　　整備計画人口・・・６，４００人 　　　該当なし 　　①全体計画人口・・・３，３４４人 　　①計画人口・・・１，２００人 　　①整備計画人口・・・３３０人 　　①整備計画人口・・・１，４００人 全体計画人口・・・４４０人 　　   整備計画人口・・・５３０人

　３）農業集落排水事業

　３）農業集落排水事業 　　①事業年度・・・Ｓ６２年度 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業   ３）農業集落排水事業

　　①着手年度・・・未定 　　②最終年度・・・Ｈ１０年度 　　　該当なし 　　　該当なし 　　①着手年度・・・Ｈ９ 　　　該当なし 　　　該当なし 　　①着手年度・・・Ｓ５８年度 　　①着手年度・・・Ｈ９年度 　　　計画なし

　　②最終年度・・・未定 　　③全体処理区域・・・１地区 　　②最終年度・・・Ｈ２２ 　　②最終年度・・・Ｈ１６年度 　　②最終年度・・・Ｈ１４年度

　　③全体処理区・・・３処理区 　　④全体計画面積・・・３９．０ha 　　③全体処理区・・・４処理区 　　③全体処理区・・・２処理区 　　③全体処理区・・・１処理区

　　④全体面積・・・３９．５ｈａ 　　⑤全体計画人口・・・９２０人 　　④全体面積・・・２０６．０ｈａ 　　④全体面積・・・９７ｈａ 　　④全体面積・・・２０７ｈａ

　　⑤全体計画人口・・・８９０人 　　⑤全体計画人口・・・１，５１０人 　　⑤全体計画人口・・・２，７００人 　　⑤全体計画人口・・・１，６９０人

・維持管理 １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ

　　Ｌ＝３０．０ｋｍ     L＝２１ｋｍ 　　Ｌ＝１９．３ｋｍ 　　Ｌ＝１２．５ｋm 　　Ｌ＝６ｋｍ 　　Ｌ＝２１．８ｋｍ 　　Ｌ＝４３ｋｍ（Ｈ１４年度末） 　　Ｌ＝２３．２ｋｍ 　　Ｌ＝１８ｋｍ 　　L=２２ｋｍ

　　マンホールポンプ　１６箇所 　　マンホールポンプ　４箇所 　　マンホールポンプ　　－箇所 　　マンホールポンプ　１０箇所 　　マンホールポンプ　　－箇所 　　マンホールポンプ　９箇所 　　マンホールポンプ　１８箇所 　　マンホールポンプ　７箇所 　　マンホールポンプ　５箇所 　　マンホ－ルポンプ　１８箇所

２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場

　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　１箇所

３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場

　　施設名・・・石越浄化センター 　　施設名・・・石越浄化センター 　　施設名・・・石越浄化センター 　　施設名 施設名・・・石越浄化センター 　　施設名 　　施設名・・・鶯沢町浄化センター 　　施設名・・・石越浄化センター 　　施設名・・・石越浄化センタ－ 　　施設名・・・花山浄化センタ－

　　管理体制・・・宮城県 　  管理体制・・・宮城県 　　管理体制・・・宮城県 　　　・・・瀬峰高清水浄化センター 管理体制・・・宮城県 　　　・・・瀬峰・高清水浄化センター 　　管理体制・・・鶯沢町 　　管理体制・・・宮城県 　　管理体制・・・宮城県 　　管理体制・・・花山村

　　管理業者名 　　管理業者名 　　管理業者名 　　管理体制・・・瀬峰町委託 管理業者名 　　管理体制・・・瀬峰町 　　管理業者名 　　管理業者名 　　管理業者名 　　管理業者名

　　　・・・(財)宮城県下水道公社 　　　・・・（財）宮城県下水道公社 　　　・・・（財）宮城県下水道公社 　　　　　　　　　　（瀬峰町と共同） 　　　・・・(財)宮城県下水道公社 　　管理業者名 　　　・・・(財)宮城県下水道公社 　　　・・・(財)宮城県下水道公社 　　　・・・（財）宮城県下水道公社 　　　・・・（財）宮城県下水道公社

　　年間管理費・・・７４，８９６，０００円 　　年間維持管理費 　　年間維持管理費 　　管理業者名 年間管理費 　　　・・・（財）宮城県下水道公社 　　年間管理費・・・３１，６０６，０００円 　　年間管理費・・・１９，４２３，０００円 　　年間管理費・・・１２,２３１,０００円 　　年間管理費・・・１０,３００,５００円

　　　・・・５６,７７６,０００円 　　　　　　　　・・・６，９４６，０００円 　　　・・・（財）宮城県下水道協会 　　　・・・１，０５７，０００円 　　年間管理費・・・１０，０１３，０００円 　　　（平成1５年度予算　マンホール           （H１５年度 花山中継ポンプ

　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ１５計画） 　　年間管理費・・・７,２１８,０００円 　　　　　　　　　　　（Ｈ１４実績） 　　　　ポンプ１８箇所含む） 　　　　　場、マンホールポンプ１８箇

　　　　　　　　　　　（Ｈ１４実績） 　　　　　所含む）

調整の方針・内容

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

協　議　項　目

１　下水道事業計画

栗原地域合併協議会の調整方針
専門部会名（上下水道部会）　　分科会（下水道分科会）　№-1

協　　定　　項　　目  下水道事業

２　公共下水道事業



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村
・町村負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金

    　迫川流域下水道建設負担金     　迫川流域下水道建設負担金     　迫川流域下水道建設負担金 　　　瀬峰町高清水町下水道協議会     　迫川流域下水道建設負担金 　　　瀬峰町高清水町下水道協議会 　　　該当なし     　迫川流域下水道建設負担金     　迫川流域下水道建設負担金 　　　過疎代行負担金

２．維持管理負担金 ２．維持管理負担金 ２．維持管理負担金 　　　負担金 ２．維持管理負担金 　　　負担金 ２．維持管理負担金 ２．維持管理負担金 ２．維持管理負担金 ２．維持管理負担金

　　　迫川流域下水道の維持管理 　　　迫川流域下水道の維持管理 　　　迫川流域下水道の維持管理 ２．維持管理負担金 　　　迫川流域下水道の維持管理 ２．維持管理負担金 　　　該当なし 　　　迫川流域下水道の維持管理 　　　迫川流域下水道の維持管理 　　　該当なし

　　　負担金 　　　負担金 　　　負担金 　　　瀬峰町高清水町下水道協議会 　　　負担金 　　　瀬峰町高清水町下水道協議会 　　　負担金 　　　負担金

　　　負担金 　　　負担金

・受益者負担金（分 １．負担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額

　担金） 　　基本額・・・１００，０００円 　　個人　基本額・・・１５０，０００円 　　個人　基本額・・・１５０，０００円 　　一戸あたり２００，０００円。ただし、 　  １戸あたり１５０，０００円。但し、受 　　　公共マス１個あたり２１０，０００円 　　個人　基本額・・・１３０，０００円 　　１戸あたり２００，０００円 　　１５０，０００円/公共マス１個 　  １戸あたり２３０，０００円、法人は５０

　　地積割額・・・３００円/m2 　　　　　　地積割額・・・１５０円／m2 　　        地積割額・・・２００円／㎡ 　　土地の形状又は建物の態様のよ 　　益者の便宜上公共マスを複数個 　 　　　　　　地積割額・・・３００円/㎡ 　　ただし、施設の使用について、受 　　０，０００円。但し、受益者の便宜上

　　限度額・・・２５０，０００円 　　　　　　限度額・・・３００，０００円 　　　　    限度額・・・３５０，０００円 　　って、公共マスを２個以上設置す 　　設置した場合は、２個目以降私費 ２．納付時期及び徴収方法 　　　　　　限度額・・・２６０，０００円 ２．納付時期及び徴収方法 　　益者便宜上公共マスを複数設置 　　公共マスを複数個設置した場合は

    法人　基本額・・・１５０，０００円 　　る受益者の分担金は、一戸当た 　　負担とする。 　　・一括納付・・第１期の納入期日ま 　　法人　基本額・・・３００，０００円 　　・一括納付・・全額一括納付報奨 　　した場合公共マス１箇所あたり 　　２個目以降私費負担とする。

２．納付時期及び徴収方法 　　　　　　地積割額・・・１５０円／m2 ２．納付時期及び徴収方法 　　り200、000円の額に公共マス１個 　　　　　　　　　　でに全額一括納付報 　　　　　　地積割額・・・３００円/㎡ 　　　　　　　　　　金として１０％を交付 　　１５０，０００円とする。

　　・一括納付・・・全額一括納付交付 　　　　　　限度額・・・なし 　　・一括納付・・全額を一括納付した 　　につき100,000円を加算した額 ２．納付時期及び徴収方法 　　　　　　　　　　奨金２．５％を交付 　　　　　　限度額・・・１，５００，０００円
　・分割納付・・３年に分割して６回

で
２．納付時期及び徴収方法

　　　　　　　　　　　金として５％を交付 　　　　　　　　　　場合１０％を交付 　　・一括納付・・全額一括納付交付
　・分割納付・・５年に分割し１０,５０

０
　　　　　　　　　　納付 ２．納付時期及び徴収方法     ・一括納付・・初年度に全額一括

　　・分割納付・・・５年に分割し２０回 ２．納付時期及び徴収方法 　　・分割納付・・４年間に分割し１６回 ２．納付時期及び徴収方法 　　　　　　　　　　金として５％を交付 　　　　　　　　　　円を２０回で納付 ２．納付時期及び徴収方法 　　・一括納付・・全額一括納付 　　　　　　　　　　納付した場合報奨金

　　　　　　　　　　　で納付 　　・一括納付・・・全額一括報奨金と 　　　　　　　　　　で納付 　　・一括納付（前納交付金として） 　　・分割納付・・５年に分割し、２０回 　　・一括納付・・・賦課初年度第１期 ３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　　　　　　　　　　（１５０，０００円） 　　　　　　　　　　として５％交付

　　　　　　　　　　　して１０％を交付 　　　　１年目　15％（納期前納付額） 　　　　　　　　　　で納付 ３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　　　　　　　　　　までの全額納付者 　　　　　　　　　　年度一括納 　　・分割納付・・５年に分割し２０回で

３．徴収猶予・減免制度・・・有り 　　・分割納付・・・３年に分割し６回で ３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　　　２年目　10％（納期前納付額） 　　　　　　　　　　　に５％の報奨金制 　　　　　　　　　　　（５０，０００円) 　　　　　　　　　　納付

　　　　　　　　　　　納付 　　　　３年目　 ５％（納期前納付額） ３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　　　　　　　　　　度 　　・分割納付・・３年に分割し１２回

　　　　を交付する。 　　・分割納付・・・年４期５年の２０回 　　　　　　　　　　で納付 ３．徴収猶予・減免制度・・・あり

３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　・分割納付 　　　　　　　　　　　納付

　　　　５年（２０回）に分割 ３．徴収猶予・減免制度・・・あり

　 　　　　　１期１０，０００円 ３．徴収猶予・減免制度・・・あり

３．徴収猶予・減免制度・・・あり

・使用料 １．使用料金 １．使用料金 １．使用料金 １．使用料金 １．使用料金 １．使用料金 １．使用料金 1．使用料金 １．使用料金 １．使用料金

　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料:

　　　　１０m3まで　１，９００円 　　　　１０m3まで　１，８００円 　　　　１０m3まで　１，９００円 　　１０m3まで　１，８００円 　　　　１０m3まで  １，５１０円 　　　　１０m3まで　１，８００円 　　　　１０m3まで　１，５００円 　　　　１０m3まで　１，８００円 　　　　１０m3まで　１，８００円 　　　１０ｍ3まで　１，１００円

　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料：

　　　　１１～２０m3まで 　　　　１０m3～２０m3 　　　　１１～２０m3まで 　　１０～２０m3まで 　　　　１１m3～２０m3まで 　　　　１１～２０m3まで 　　　　１１～２０m3まで 　　　　１１～２０m3まで 　　　　１１～２０m3まで 　　　　１１m3～

　　　　　１m3につき　２００円 　　　　　１m3につき　１９０円 　　　　　１m3につき　２００円 　　　１m3につき　１９０円 　　　　　１m3につき　１６５円 　　　　　１m3につき　１９０円 　　　　　１m3につき　１５５円 　　　　　１m3につき　１９０円 　　　　　１m3につき　１８５円 　　　　　１m3につき　１３０円

　　　　２１～５０m3まで 　　　　２０m3～５０ｍ3 　　　　２１～５０m3まで 　　２０～５０m3まで 　　　　２１m3～５０m3まで 　　　　２１～５０m3まで 　　　　２１～５０m3まで 　　　　２１～５０m3まで 　　　　２１～５０m3まで

　　　　　１m3につき　 ２１０円 　　　　　１m3につき　２１０円 　　　　　１m3につき　 ２１０円 　　　１ｍ3につき　２００円 　　　　　１m3につき　１７５円 　　　　　１m3につき　 ２００円 　　　　　１m3につき　 １６５円 　　　　　１m3につき　 ２００円 　　　　　１m3につき　 １９０円 　　水道水以外使用：

　　　　５１～２００ｍ3まで 　　　　５０m3以上 　　　　５１～２００ｍ3まで 　　５０～２００m3まで 　　　　５１m3～２００m3まで 　　　　５１～２００ｍ3まで 　　　　５１～２００ｍ3まで 　　　　５１～２００ｍ3まで 　　　　５１～２００ｍ3まで 　　　水道メーターを村が設置し、使
用

　　　　　１m3につき　２３０円 　　　　　１m3につき　２２０円 　　　　　１m3につき　２３０円 　　　１m3につき　２２０円 　　　　　１ｍ3につき　１８５円 　　　　　１m3につき　２２０円 　　　　　１m3につき　１８０円 　　　　　１m3につき　２１０円 　　　　　１m3につき　２００円 　　　水量とする。

　　　　２０１m3～ 　　　　２０１m3～ 　　２００m3～ 　　　　２０１m3～ 　　　　２０１m3～ 　　　　２０１m3～ 　　　　２０１m3～ 　　　　２０１m3～

　　　　　１m3につき　２４５円 　　　　　１m3につき　２５０円 　　　１m3につき　２３０円 　　　　　１m3につき　１９５円 　　　　　１m3につき　２３０円 　　　　　１m3につき　１９５円 　　　　　１m3につき　２２０円 　　　　　１m3につき　２１０円

１．浄化槽設置事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置事業 １．浄化槽設置事業

　　設置補助金 　　設置補助金 　　該当なし 該当なし 該当なし 　下水道区域内（認可区域外） 　　該当なし 　１）補助内容（補助限度額） 　１）補助内容（補助限度額） 　１）補助内容（補助限度額）

　　　５人槽・・・２２５，０００円 　　　 ５人槽・・・３５４,０００円 　　　５人槽・・・３５４，０００円 　　　　５人槽・・・３５４，０００円 　　　５人槽・・・７８７，５００円 　　５人槽・・・３７５，０００円

　　　６～７人槽・・・２６４，０００円 　　   ６～７人槽・・・４１１,０００円 　　　６～７人槽・・・４１１，０００円 　　　　６～７人槽・・・４１１，０００円 　　　６～７人槽・・・９９７，５００円 　　６～７人槽・・・４３８，０００円

　　　８～１０人槽・・３３３，０００円 　　　 ８～１０人槽・・・５１９,０００円 　　　８～10人槽・・・５１９，０００円   　　　８～１０人槽・・・５１９，０００円 　　　８～１０人槽・・・１，３５４，５００円 　　８～１０人槽・・・５５５，０００円

　下水道区域外 　２）分担金の額 　　１１～２０人槽・・・１，０４４，０００円

　　　５人槽・・・６２８，０００円 　　　１戸あたり１５０，０００円 　　２１～３０人槽・・・１，７５２，０００円

　　　６～７人槽・・・７６６，０００円 　　３１～５０人槽・・・２，３４０，０００円

　　　８～10人槽・・・１，０３６，０００円 　　５１人槽～・・・２，６７０，０００円

　維持管理補助金（限度額）

　　　５人槽・・・１６，０００円

　 　 ６人槽・・・２０，０００円

　　　７人槽・・・２４，０００円

　　　８人槽・・・２８，０００円

　　　９人槽・・・３２，０００円

　　　１０人槽・・・３２，０００円

２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ３．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業

　　該当なし 　　該当なし 　１）分担金 　　　該当なし 　１）分担金 　　　該当なし 　　該当なし 　　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし

　　５人槽・・・１３０，０００円 ①分担金の額

　　６～７人槽・・・１５０，０００円 　  １戸あたり１５０，０００円

　　８～１０人槽・・・１９０，０００円 ②納付時期及び徴収方法

　　１１～１５人槽・・・２９０，０００円 　・一括納付・・全額一括納付交付

　　１６～２０人槽・・・４５０，０００円 　　　　　　　　　金として５％を交付

　　２１～２５人槽・・・５６０，０００円 　・分割納付・・５年に分割し、２０

　　２６～３０人槽・・・６５０，０００円 　　　　　　　　　回で納付

　　３１～４０人槽・・・７５０，０００円 ③徴収猶予・減免制度・・・あり

　　４１～５０人槽・・・８７０，０００円

３　合併処理浄化槽整備

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項
協　議　項　目

専門部会名（上下水道部会）　　分科会（下水道分科会）　№-2

　　事業



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村
　２）使用料 　２）使用料

     ５人槽・・・３，５００円／月 　　基本使用料:

     ６～ ７人槽・・・４，３００円／月 　　　　１０m3まで  １，５１０円

     ８～１０人槽・・・５，３００円／月 　　超過使用料：

   　１１～１５人槽・・・７，２００円／月 　　　　１１m3～２０m3まで

     １６～２０人槽・・・１０，４００円／月 　　　　　１m3につき　１６５円

   　２１～２５人槽・・・１１，５００円／月 　　　　２１m3～５０m3まで

   　２６～３０人槽・・・１２，７００円／月 　　　　　１m3につき　１７５円

     ３１～５０人槽・・・町長が規則で定 　　　　５１m3～２００m3まで

　　　　　　　　　　　　　める。 　　　　　１ｍ3につき　１８５円

　　　　２０１m3～

　　　　　１m3につき　１９５円

３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業

　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 該当なし 該当なし 　　　該当なし 　１）分担金の額 　　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし

　　　個人　基本額・・・１３０，０００円

　　　　　　　地積割額・・・３００円/㎡

　　　　　　　限度額・・・２６０，０００円

　　　法人　基本額・・・３００，０００円

　　　　　　　地積割額・・・３００円/㎡

　　　　　　　限度額

　　　　　　　　　・・・１，５００，０００円

　２）使用料金

　　　基本使用料：

　　　　　１０ｍ3まで　１，５００円

　　　超過使用料：

　　　　　１０～２０m3まで

　　　　　　　１m3につき１５５円

　　　　　２０～５０m3まで

　　　　　　　１m3につき１６５円

　　　　　５０～２００m3まで

　　　　　　　１ｍ3につき１８０円

　　　　　２００m3～

　　　　　　　１m3につき　１９５円

　３）補助金

　 (電気料補助)

　　　５人槽・・・９，０００円/件

　　　６人槽・・・１０，４４０円/件

　　　７人槽・・・1２，０００円/件

　　　８人槽・・・１２，０００円/件

　　　１０人槽・・・１２，０００円/件

１．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計

　　下水道特別会計 　　公共下水道特別会計 　　下水道事業特別会計 　　下水道特別会計 　　下水道事業特別会計 　　公共下水道事業特別会計 　　鶯沢町下水道事業特別会計 　　公共下水道特別会計 　　公共下水道特別会計 　　公共下水道特別会計

　　個別合併処理浄化槽特別 　　農業集落排水事業特別会計 　　農業集落排水事業特別会計

２．排水設備助成金 ２．排水設備助成金 　　会計 ２．排水設備助成金 ２．排水設備助成金 ２．私道内排水設備設置補助 ２．私道内排水設備設置補助 ２．排水設備助成金

　　該当なし 　　該当なし 　　　排水設備工事費の１０％以内で 該当無し 　　公共マスから最上流端マスまでの 　　公共マスから宅地境までの距離が ２．排水設備助成金 ２．私道内排水設備工事補助 　　該当なし

２．排水設備助成金 　　　町長が定める助成率を乗じて得 　　距離が５０ｍを超えた場合、超えた 　　２０ｍを越えた場合、越えた延長に 　　該当なし 　　公共ますから最上流端ますまで

３.水洗便所等改造資金あっせん及 ３.水洗便所等改造資金あっせん及 　　該当なし 　　　た額（経過年にあわせた限度額 ３．水洗便所等改造資金あっせん及 　　延長に１０，０００円／ｍを上限とし 　　１０，０００円／ｍを上限に補助金
を

　　の距離が２０ｍを超えた場合、超 ３．水洗便所等改造資金あっせん及

　び利子補給 　び利子補給 　　　がある） 　び利子補給 　　て補助金を交付 　　交付 ３．水洗便所等改造資金あっせん及 　　えた延長に１０，０００円／ｍを上 　び利子補給

　　融資限度額・・・７００，０００円 　　融資限度額・・・１，０００，０００円 ３.水洗便所等改造資金あっせん及 　　融資限度額・・・６００，０００円 ３．私道内公共下水道設置補助 　び利子補給 　　限として補助金を交付 　　融資限度額・・・８００，０００円

　　償還期間・・・４年 　　償還期間・・・３年 　び利子補給 ３．排水設備設置工事資金の融資の 　　償還期間・・・４年 ３．水洗便所等改造資金あっせん及 　　一定の要件を備えている私道に
公

　　融資限度額・・・１，０００，０００円  　　償還期間・・・５年

　　融資あっせんにかかる改造資金 　　融資あっせんにかかる改造資 　　融資限度額・・・１，０００，０００円 　あっせん及び利子の補給 　　利子補給・・・全額 　び利子補給 　　共下水道を設置 　　償還期間・・・３年 ３．水洗便所等改造資金あっせん及 　　利子補給・・・有

　　の利子は町が補助 　　金の利子は町が補助 　　償還期間・・・４年 　　融資限度額・・・１，０００，０００円 　　融資限度額・・・１，０００，０００円 　　　融資あっせんにかかる改造資 　び利子補給

　　償還利子分は、全額町が補てん 　　償還期間・・・５年 　　償還期間・・・５年 ４．水洗便所等改造資金あっせん及 　　　金の利子は町が補助 　　融資限度額・・・１，０００，０００円 ４．生活扶助世帯に対する水洗便所

４．生活扶助世帯に対する水洗便所 ４．生活扶助世帯に対する水洗便所 　　当該年度に支払った利子の合計 　　利子分を全額町が補助 　　び利子補給 　　　　（年利率３．０％まで） 　　償還期間・・・５年 　設置補助

　設置補助 　設置補助 ４．生活扶助世帯に対する水洗便所 　　に町長が定める補給率を乗じて 　　融資限度額・・・６００，０００円 　　利子の２分の１ 　　生活扶助世帯で行う水洗化工事

　　生活扶助世帯で行う水洗化工事 　　該当なし 　設置補助 　　得た額を交付 ４．生活扶助世帯に対する水洗便所 　　償還期間・・・５年 ４．生活扶助世帯に対する水洗便所 　　利子補給は直接金融機関に行う 　　の代行及び補助

　　の代行及び補助 　　該当なし 　設置補助 　　利子は町が全額補助 　設置補助

　　生活扶助世帯で行う水洗化工事 　　該当なし ４．生活扶助世帯に対する水洗便所

　　の代行及び補助 ５．生活扶助世帯に対する水洗便所 　設置補助

　設置補助 　　生活扶助世帯で行う水洗化工事

　　生活扶助世帯で行う水洗化工事 　　の代行及び補助

　　の代行及び補助

４　排水設備助成

協　議　項　目

専門部会名（上下水道部会）　　分科会（下水道分科会）　№-3
参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

・施設の維持管理 該当なし １．管きょ 該当なし 該当なし １．管きょ 該当なし 該当なし １．管きょ １．管きょ 該当なし

    L＝６．１ｋｍ 　管きょ　　Ｌ＝８．４ｋｍ     Ｌ＝３．７ｋｍ 　管きょ　　Ｌ＝３０ｋｍ

　　マンホールポンプ　４箇所 　マンホールポンプ　　２箇所 　マンホールポンプ　　－箇所 　マンホールポンプ　　４０箇所

２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場

　該当なし 　該当なし 　　該当なし 　　該当なし

３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場

　　施設名・・大袋地区農業集落 施設名・・大川口地区処理施設      施設名・・沢辺地区農業集落排      施設名・・南郷地区農業集落排

　　　　　　　　排水処理施設      管理体制・・一迫町 　　　　　　　　　水処理施設 　　　　　　　　　水処理施設

　  管理体制・・若柳町
    管理業者名・・ドリコ（株）東北支
店

     管理体制・・金成町    　管理体制・・志波姫町

　　管理業者名・・若柳清掃（有）、      年間管理費      管理業者名      管理業者名

　　　　　　　　　　  (協)栗原環境保全 　　　　・・１，６８０，０００円 　　　　・・（協）アクアテック栗原 　　　　・・（協）アクアテック栗原

　　年間維持管理費
　　　 （マンホールポンプ２ヶ所含

む）
     年間管理費       年間管理費

　　　　・・１，０５２，１００円 　　　　・・１，９７４，０００円 　　　　・・１，３１，５００円

・受益者負担金（分担 該当なし １.分担金の額 該当なし 該当なし １．分担金の額 該当なし 該当なし １．分担金の額 １．分担金の額 該当なし

　金） 　　一戸当たり１００，０００円 　  １戸あたり１５０，０００円 　　１戸あたりＨ１５　１４０，０００円 　　１５０，０００円/公共マス１個

　　 　　同　　Ｈ１６　１８０，０００円 　　ただし、施設の使用について、受

3.納期及び徴収方法 ２．納付時期及び徴収方法 　　 　　同　　Ｈ１７　２００，０００円 　　益者便宜上公共ますを複数設置

　　一括納入 　　一括納付・・全額一括納付交付 　　した場合公共マス１箇所あたり１５

　　　　　　　　　　金として５％を交付 ２．納付時期及び徴収方法 　　０，０００円とする。

３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　分割納付・・５年に分割し、２０回     　一括納付…本管接続時

　　　　　　　　　　で納付     　分括納付…なし ２．納付時期及び徴収方法

　　一括納付・・・全額一括納付

３．徴収猶予・減免制度・・・あり ３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　　　　　　　　　　(１５０，０００円)

　　　　　　　　　　年度一括納

　　　　　　　　　　　(５０，０００円)

・使用料 該当なし 1.使用料金 該当なし 該当なし １．使用料金 該当なし 該当なし 1、使用料金 1、使用料金 該当なし

　　１世帯当たり・・一律２，６００円 　　基本使用料: 　　基本使用料： 　　基本使用料：

　　世帯員一人当たり・・２００円 　　　　１０m3まで  １，５１０円 　　    １０m3まで　１，３５０円 　　　１０m3　まで　１，８００円

　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過料金：

　　　　１１m3～２０m3まで 　　　　１１～５０m3 　　　　１１～２０m3

　　　　　１m3につき　１６５円 　　　　　１m3につき　１７０円 　　　　　１m3につき　１８５円

　　　　２１m3～５０m3まで 　　　　５１～２００m3まで 　　　　２１～５０m3まで

　　　　　１m3につき　１７５円 　　　　　１m3につき　１８０円 　　　　　１m3につき　１９０円

　　　　５１m3～２００m3まで 　　　　２０１m3～ 　　　　５１～２００m3まで

　　　　　１ｍ3につき　１８５円 　  　　 　１m3につき　１９０円 　　　　　１m3につき　２００円

　　　　２０１m3～ 　　（Ｈ１７．４月以降は現行の公共 　　　　２０１m3～

　　　　　１m3につき　１９５円 　　　下水道使用料金体系と同一と   　　　　１ｍ3につき　２１０円

　　　なる。）

協　議　項　目
５　農業集落排水事業

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項
専門部会名（上下水道部会）　　分科会（下水道分科会）　№-4



協議第２３号の２ 下水道事業参考資料

下水道分担金について
分担金条例制定時における算出根拠 平成１５年度までの実績 平成１６年度から平成２２年度までの予定額

管渠整備費総額(A) 受益者戸数(B) １戸当たりの額(A÷B) 分担金の額 備 考（ 1 ） 管渠整備費総額 受益者戸数 １戸当たりの額 管渠整備費総額 受益者戸数 １戸当たりの額分担金を 戸当たりの額より減額した根拠

千円 戸 千円 基本 千円 千円 戸 千円 千円 戸 千円100

5,101,400 1,600 503 300 /㎡ 基本額100 ＋末端管渠費1/2相当額を整備面積 4,279,000 1,500 355 1,400,000 400 700地積割 円 千円

築 館 町 ( 805,000) 250 で除した㎡単価×宅地面積 ( 533,000) ( 280,000)うち単独費 最高 うち単独費 うち単独費

150 分担金の額を平均200 とし、整備面積を対象と基本 千円

5,367,937 1,422 206 150 /㎡ して設定した 3,271,300 1,696 188 1,190,000 770 182地積割 円

若 柳 町 ( 292,763) 300 292,763 ÷190.8ha÷10,000㎡≠150 の地積割 ( 319,300) ( 140,000)うち単独費 最高 千円 円 うち単独費 うち単独費

150基本

7,080,000 1,800 535 200 /㎡ 基本額150 ＋末端管渠費相当額(地方交付税措 3,663,365 947 458 2,224,635 542 645地積割 円 千円

栗 駒 町 ( 963,000) 350 置額除く)を整備面積で除した㎡単価×宅地面積 ( 433,365) ( 349,635)うち単独費 最高 うち単独費 うち単独費

2,510,000 639 750 150 １戸当たりの額(750 )の1/5に設定した 3,726,211 729 404 3,101,700 483 832千円

一 迫 町 ( 479,000) ( 294,211) ( 401,700)うち単独費 うち単独費 うち単独費

7,026,536 1,285 327 200 下水道の普及促進のため一戸当たり200 に設定 3,112,140 542 388 2,242,000 461 412千円

金 成 町 ( 420,836) した ( 210,140) ( 189,800)うち単独費 うち単独費 うち単独費

10,588,115 2,000 1,712 150 下水道の普及促進のため公共枡設置工事費相当 3,281,794 500 857 2,050,000 450 778

志波姫町 ( 3,424,715) とした ( 428,394) ( 350,000)うち単独費 うち単独費 うち単独費

迫川流域下水道 平均 672 平均 442 平均 592

公共枡設置一箇所平均450～500 であることか千円

3,310,960 403 468 200 ら、補助1/2を考慮し225～250 となるため、 3,832,960 558 485 1,400,000 194 825千円

高清水町 ( 188,540) 200 に設定した ( 270,540) ( 160,000)うち単独費 千円 うち単独費 うち単独費

Ｈ14までの末端管渠事業予定額(461 )と総事業千円

2,835,099 532 461 210 費(処理場建設含む､補助･起債を控除)を控除し 3,408,343 607 479 1,528,400 446 343

瀬 峰 町 ( 245,219) た町負担予定額(409 )の平均額の50％に設定 ( 290,472) ( 152,840)うち単独費 千円 うち単独費 うち単独費

瀬峰･高清水広域下水道 平均 465 平均 482 平均 584

130基本

10,223,776 1,017 1,865 300 /㎡ 市街地がなく宅地面積が大きいため、戸割と一 9,602,741 846 1,509 74,000 121 83地積割 円

鶯 沢 町 ( 1,896,576) 260 部地積割の併用とし、限度額を260 に設定した ( 1,276,403) ( 10,000)うち単独費 最高 千円 うち単独費 うち単独費

基本額130 ＋宅地面積×300 /㎡で算出し、限千円 円

4,302,000 346 561 230 度額260 にした場合、平均が239,222 になり 3,631,445 346 490 0千円 円

花 山 村 ( 194,200) 改め230 に設定した ( 169,605) ( 0)うち単独費 千円 うち単独費 うち単独費

調 整 案 平均 739 200 平均 561 平均 533



協議第８号の２ 
 

新市の事務所の位置について 
 
 新市の事務所の位置について、次のとおり提案する。 
 

平成１６年 １月１５日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

新市の事務所の位置について 
  
１ 新市の事務所の位置は、当分の間、現在の築館町役場の位置とする｡ 

２ 新市の事務所の設置方式については、一部分庁方式を含む総合支所方式 
とする。 

３ 将来における新市の庁舎建設及び位置等については、住民サービスや利 
便性、新市の財政状況等を考慮し、１０年を目途に新市において検討する 
ものとする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日確認 



 
新市の事務所の位置等検討小委員会報告書 

 
平成１５年９月１９日の第４回栗原地域合併協議会において付託決定された 

新市の事務所の位置については、下記のとおり検討したので報告します。 
 
 

記 
 
１ 新市の事務所の位置は、当分の間、現在の築館町役場の位置とする。 

 
 ２ 新市の事務所の設置方式については、一部分庁方式を含む総合支所方式 
  とする。 
 
 ３ 将来における新市の庁舎建設及び位置等については、住民サービスや利 
  便性、新市の財政状況等を考慮し、１０年を目途に新市において検討する 
  ものとする。 
 
 
 栗原地域合併協議会 
 会長 菅 原 郁 夫 殿 
 

平成１６年１月１４日報告 
 

栗原地域合併協議会 
新市の事務所の位置等検討小委員会 

      委員長  鈴 木  守 



新市の事務所の位置等検討小委員会の協議経過報告書 
 

１ 新市の事務所の位置等検討小委員会の設置 
   栗原地域合併協議会の小委員会として、「新市の事務所の位置等検討小委員会」が設置 
  された。設置年月日、目的、付託事項等は下記のとおりである。 
 

（1）名   称   新市の事務所の位置等検討小委員会 
（2）設置年月日  平成１５年９月１９日 
（3）目   的  新市の事務所の位置についての検討 
（4）付 託 事 項  新市の望ましい本庁舎の位置や庁舎の設置方法等について、新庁舎 

建設の必要性も含め検討する。 
（5）委 員 数  議会議員１０名・学識経験者１０名 
（6）委 員 名 簿 

区  分 区  分  
第７条第１項第２号（議会議員） 

 
第７条第１項第 3 号（学経委員） 

1 鈴 木    守（議長） 築館 11 白 鳥 英 敏（学経） 築館 
2 
※ 

佐 藤  平 義（議長） 
加 藤 雄八郎（議員） 

若柳 
 

12 中 嶋 太 一（学経） 若柳 

3 千 葉 伍 郎（議員） 栗駒 13 高 橋 伸 幸（学経） 栗駒 
4 太 齋  俊 夫（議長） 高清水 14 武 田 正 道（学経） 高清水 
5 石 川 憲 昭（議長） 一迫 15 山 村 喜久夫（学経） 一迫 
6 佐々木 幸 一（議長） 瀬峰 16 津 藤 國 男（学経） 瀬峰 
7 大 内    朗（議長） 鶯沢 17 伊 藤 竹 志（学経） 鶯沢 
8 小 岩  誠 二（議長） 金成 18 飯 田   明（学経） 金成 
9 菅 原    佑（議長） 志波姫 19 千 葉 和 恵（学経） 志波姫 

10 中 鉢  泰 一（議長） 花山 20 佐 藤 利 郎（学経） 花山 
         ※12 月 1 日付で委員交代 
２ 新市の事務所の位置等検討小委員会の開催概要 
 第１回新市の事務所の位置等検討小委員会 
  １ 日  時 平成１５年１０月５日（日）午後２時開会 午後３時４９分閉会  
   ２ 場  所 築館町役場 ２階講堂 
  ３ 出 席 者 小委員会委員１７名、欠席委員３名 
         協議会長 
         事務局７名 
  ４ 協議経過 

（１）役員の選出 
協議の結果、小委員会委員長に築館町の鈴木守委員、副委員長に金成町の飯田明 

委員を選出。  
 （２）新市の事務所の位置等の検討 

栗原１０カ町村の本庁舎の状況、他の官公署や公共的施設との位置関係、庁舎の 
設置方法、事務所の位置決定に関する法令等について事務局より説明があり、その 
後各委員から以下のような意見があった。 



・第３回協議会に提案された内容は勘案すべきか否か。 
・議論する項目を順序立ててはどうか。 
・意見集約はいつ頃までか。 
・栗原１０カ町村の役場を視察してはどうか。 
・さらに詳しい資料の提出と、提案までの過程を提示願う。 
・新市の機構図や職員配置図等を示すことはできないか。 
・提案では、新庁舎建設を５年を目途にとあるが、理由は何か。 
これらの意見等を踏まえて協議を行った結果、第３回協議会時に提案された内容は事 

実としてはあるが、当小委員会ではそれに縛られずに進めていくことで確認された。 
また、次回の開催時に、庁舎建設、職員削減に伴う経費の関係の追加資料と専門部会 

長の出席の要請がされた。 
 
第２回新市の事務所の位置等検討小委員会 
１ 日  時 平成１５年１０月１５日（水）午後７時開会 午後９時２１分閉会 

 ２ 場  所 築館町ふるさとセンター 農事研修室 
 ３ 出 席 者 小委員会委員１９名、欠席委員１名 
        事務局８名 
 ４ 協議経過 

      今後の会議のスケジュール、類似団体として考えられる数ヶ所の新庁舎建設概要及び 
県古川合同庁舎建設概要、職員削減に伴う経費の関係について事務局より説明。 
その後協議で、庁舎の設置方法、将来的に新庁舎を建設すべきかどうかの協議が行わ

れたが、意見集約までには至らず、次回以降への継続協議となった。 
 
 第３回新市の事務所の位置等検討小委員会 

１ 日  時 平成１５年１０月３１日（金）午後７時開会 午後９時１３分閉会 
 ２ 場  所 築館町ふるさとセンター 農事研修室 

  ３ 出 席 者 小委員会委員２０名、欠席委員０名 
         事務局８名 

４ 協議経過 
     前回の継続協議となった。 

新市においての庁舎建設については「庁舎の設置方式が定まらないと庁舎建設という

のは見えてこない」、「財政状況を抜きにした新庁舎建設問題は議論できない。財政計画

が見えてきた段階で、住民の利便性も考慮しながら議論していくべきである」、「別の委

員会を立ち上げて検討すべきである」、「具体的な場所まではいかないにしても、当小委

員会でコンセンサスをとるべきである」等の意見が出された。 
     庁舎の設置方法については、「本庁方式とした場合、現状の庁舎スペースでは手狭にな

るのではないか」、「分庁舎方式とした場合、住民の不便を強いることのないような配置

をすべき」等の意見が出された。 
     これらの意見を踏まえて協議を行った結果、 
    「新市の事務所の位置は、当分の間、現在の築館町役場の位置とする」 
    「新市の事務所の設置方式は、当分の間、総合支所方式とする」 

「新庁舎の建設については、住民の利便性や新市の財政状況等を考慮し、新市において 
検討する」という提案があった。これらの提案について内容を整理、集約し、次回の小

委員会前に事前に各委員に配布の上、意見を求め、次回の小委員会において協議するこ



とで確認された。 
    【原案】 
     １）「新市の事務所の位置は、当分の間、現在の築館町役場の位置とする」 
     ２）「現在の１０町村の庁舎については、当分の間、総合支所方式とする」 
     ３）「将来新たに建設が予想される新市の庁舎及び事務所の位置等については、住民の 
        利便性や新市の財政状況等を考慮し、新市において検討するものとする」 
 

第４回新市の事務所の位置等検討小委員会 
１ 日  時 平成１５年１１月２４日（月）午後７時開会 午後１０時４４分閉会 

  ２ 場  所 築館合同庁舎 第５会議室 
 ３ 出 席 者 小委員会委員１９名、欠席委員１名 
        事務局８名 
 ４ 協議経過 

     原案に対する意見等を基に協議を行った。 
１の「新市の事務所の位置は、当分の間、現在の築館町役場の位置とする」について

は、「交通の利便性、官公庁が集中していること」、「災害時に対する本部機能を確保でき

る耐震建築であること」等を考慮すれば、現在の築館町役場の位置でいいのではとの意

見が大半を占めた。 
また、「築館町役場周辺は住宅密集地のため、増改築できない状況等を考えれば、役場

庁舎に隣接している施設を活用すれば、金成町役場の庁舎にも十分管理部門を置けるの

ではないか」、「新たなまちづくりを行う上でも、一度、金成町役場に置いてはどうか」

等の意見が出され、これらの意見を踏まえて協議を行なった結果、「新市の事務所の位置

は、現在の築館町役場の位置とする」として、「当分の間」という文言は必要ないのでは

との議論になったが、「当分の間」の取扱いについては、２、３番の議論を経なければ決

められないということで、継続協議となった。 
     ２の「現在の１０町村の庁舎については、当分の間、総合支所方式とする」について 
    は、「長く総合支所方式を採れば、人件費等の削減効果が見えてこない。合併して一体感 
    を出すためにも、早く新庁舎を建設すべき」等の意見もあったが、新市の本庁舎にすべ

ての管理部門が入りきれないことも考えられることから、「住民サービスを低下させない

ような形で、一部分庁方式を含む総合支所方式がいいのでは」との意見が大半を占めた。 
  これらの意見を踏まえて協議を行った結果、「新市の事務所の設置方式については、一

部分庁舎方式を含む総合支所方式とする」これを基本として、誰が見ても分かりやすく

表現するために「合併前の住民サービス機能を最大限維持していくものとする」という

文言を挿入するかどうかの議論になったが、次回小委員会への継続協議となった。 
 
 第５回新市の事務所の位置等検討小委員会 

１ 日  時 平成１５年１２月８日（月）午後７時開会 午後１０時２０分閉会 
  ２ 場  所 築館合同庁舎 第５会議室 
  ３ 出 席 者 小委員会委員２０名、欠席委員０名 
         事務局９名 

４ 協議経過 
     第４回小委員会からの継続協議で、２の文言に「合併前の住民サービス機能を最大限

維持していくものとする」という文言を加えるか否かについては、これまで、住民サー

ビス機能を低下させるべきでないという議論がされてきたので、「新市の事務所の設置方



式については、一部分庁舎方式を含む総合支所方式とする」という文言に集約はするも

のの、この中にもそういう意味が含まれているということで、委員長が協議会へ報告す

る際には、それらの協議経過もあわせて報告することで承認された。 
３については、「財政計画が見えてこない中では判断しかねるので、見えてきた段階で

検討すべきではないか」、「新市の組織機構が示されていない中で、建設ありきという話

はできないのではないか」、「検討すべき課題が多いので、市民を交えた審議会等を立ち

上げて、慎重に検討すべきではないか」という意見と、「合併のメリットを得るために、

早く新庁舎を建設すべき」という意見が出されたが、意見集約までは至らなかった。 
 
 第６回新市の事務所の位置等検討小委員会 

１ 日  時 平成１６年１月６日（火）午後７時開会 午後９時２１分閉会 
  ２ 場  所 築館合同庁舎 第５会議室 
  ３ 出 席 者 小委員会委員１８名、欠席委員２名 
         事務局９名 

４ 協議経過 
   前回からの継続協議となった。 

３については、「財政計画が見えていない段階で庁舎建設は議論できないのではない

か」、「検討すべき課題が多いので、時間をかけて検討していくべきではないか。」等の意

見や、「合併のメリットを得るために、早い時期に新庁舎を建設すべきではないか」、「新

市において検討ではなく、当小委員会で、建設と時期についてはある程度のコンセンサ

スをとるべきでないか」等の意見が出され、これらの意見を踏まえて協議した結果、「将

来における新市の庁舎建設及び位置等については、住民サービスや利便性、新市の財政

状況等を考慮し、１０年を目途に新市において検討するものとする」に集約され、「１０

年を目途」とあるが、財政状況が許せば、合併後３年や５年後の庁舎建設もあり得ると

いうこと、又、新市になったら建設するか否かも含めて検討するという意味を含んでい

ることを委員長が協議会へ報告する際に、それらの協議経過もあわせて報告することで

承認された。また、「新市の事務所の位置については、当分の間、築館町役場の位置とす

る。」の文言については継続協議となっていたが、原案のとおりとなった。 
   最後に、委員長報告書の文言の確認を行った。 
 
 

３ 検討結果 
 
 １ 新市の事務所の位置は、当分の間、現在の築館町役場の位置とする。 
 ２ 新市の事務所の設置方式については、一部分庁方式を含む総合支所方式とする。 
 ３ 将来における新市の庁舎建設及び位置等については、住民サービスや利便性、

新市の財政状況等を考慮し、１０年を目途に新市において検討するものとする。 
 
   以上、栗原地域合併協議会 新市の事務所の位置等検討小委員会における 
  協議経過報告といたします。 



協議第１２号の２ 
 

議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 
 
 議員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 

平成１６年１月１５日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

議員の定数及び任期の取扱いについて 
 
１ 地方自治法第９１条第１項に定める新市の議会議員の定数は、３０人と

する。ただし、新市の設置後最初に行われる選挙により選出される議会議

員の任期に相当する期間に限り、市町村の合併の特例に関する法律第６条

第１項に規定する議会の議員の定数に関する特例を適用し４５人とする。 
２ 新市の設置後最初に行われる選挙に限り、公職選挙法第１５条第６項及

び公職選挙法施行令第９条の規定を適用し合併前の関係町村の区域ごとに

選挙区を設けることとし、各選挙区の定数は、築館町の区域７人、若柳町

の区域７人、栗駒町の区域７人、高清水町の区域３人、一迫町の区域５人、

瀬峰町の区域３人、鶯沢町の区域３人、金成町の区域４人、志波姫町の区

域４人、花山村の区域２人とする。なお、次回の一般選挙では選挙区を廃

止し、新市を１つの区域として選挙を行うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日確認 
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議会議員の定数及び任期等検討小委員会報告書

平成１５年９月１９日の第４回栗原地域合併協議会において付託決定された
議会議員の定数及び任期等の取扱いについては下記のとおり検討したので報告
します。

記

１ 地方自治法第９１条第１項に定める新市の議会議員の定数は、３０人とす
る。ただし、新市の設置後最初に行われる選挙により選出される議会議員の
任期に相当する期間に限り、市町村の合併の特例に関する法律第６条第１項
に規定する議会の議員の定数に関する特例を適用し４５人とする。

２ 新市の設置後最初に行われる選挙に限り、公職選挙法第１５条第６項及び
公職選挙法施行令第９条の規定を適用し合併前の関係町村の区域ごとに選挙
区を設けることとし、各選挙区の定数は、築館町の区域７人、若柳町の区域
７人、栗駒町の区域７人、高清水町の区域３人、一迫町の区域５人、瀬峰町
の区域３人、鶯沢町の区域３人、金成町の区域４人、志波姫町の区域４人、
花山村の区域２人とする。なお、次回の一般選挙では選挙区を廃止し、新市
を１つの区域として選挙を行うものとする。

栗原地域合併協議会
会長 菅 原 郁 夫 殿

平成１６年 １月１５日報告

栗原地域合併協議会
議会議員の定数及び任期等検討小委員会

委員長 高 橋 義 雄
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議会議員の定数及び任期等検討小委員会の協議経過報告書

１ 議会議員の定数及び任期等検討小委員会の設置
、「 」栗原地域合併協議会の小委員会として 議会議員の定数及び任期等検討小委員会

が設置された。設置年月日、目的、付託事項等は下記のとおりである。

(1)名 称 議会議員の定数及び任期等検討小委員会

(2)設置年月日 平成１５年９月１９日

(3)目 的 議会議員の定数及び任期の取扱い等についての検討

(4)付託事項 地方自治法による原則及び合併特例法による特例措置も含め、新市

の望ましい議会議員の定数、任期等を検討する。

(5)委 員 数 議会議員１０名・学識経験者１０名

(6)委員名簿

区 分 区 分

第７条第１項第２号（議会議員） 第７条第１項第3号（学経委員）

1 石 川 正 運（議員） 築館 11 長谷川 厚 子（学経） 築館

2 高 橋 義 雄（議員） 若柳 12 三 浦 徹 也（学経） 若柳

3 千 葉 伍 郎（議員） 栗駒 13 佐 藤 多惠子（学経) 栗駒

4 佐 藤 幸 生（議員） 高清水 14 海老田 慶 子（学経） 高清水

5 佐 藤 重 美（議員） 一迫 15 白 鳥 文 雄（学経) 一迫

6 佐々木 幸 男（議員） 瀬峰 16 津 藤 國 男（学経） 瀬峰

7 菅 原 登（議員） 鶯沢 17 須 藤 茂（学経） 鶯沢

8 高 橋 光 治（議員） 金成 18 後 藤 和 廣（学経） 金成

9 遠 藤 實（議員） 志波姫 19 白 鳥 一 彦（学経） 志波姫

10 茂 泉 文 男（議員） 花山 20 中 條 彦 登（学経） 花山

２ 議会議員の定数及び任期等検討小委員会の開催概要
第１回議会議員の定数及び任期等検討小委員会

１ 日 時 平成１５年１０月５日（日）午後４時開会 午後５時20分閉会

２ 場 所 築館町役場 ２階講堂

３ 出席者 小委員会委員１９名、欠席委員１名

協議会長

事務局７名

４ 協議経過

(1) 役員の選出

協議の結果、小委員会委員長に若柳町の高橋義雄委員、副委員長に志波姫町の

白鳥一彦委員を選出。

(2) 議会議員の定数及び任期等の検討

、「 （ ）（ 「 」）」事務局より 特例を適用しない場合 法廷定数３０人以内 以下 本則選挙
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「定数特例を適用する場合（６０人以内 （以下「定数特例 「在任特例を適用） 」）」

する場合（以下「在任特例 」及び「選挙区の設置」等についての説明を受け、」）

その後各委員から以下の質疑があった。

・公職選挙法で選挙区の設置が認められていて、人口に比例して定数を定めるこ

とと、合併特例法で人口に比例しないで定数を定めることができることの解釈

の仕方は。

・合併後の設置選挙と４年後の２回目の選挙では選挙区を替えることは出来ない

のか。

・選挙区とは旧町村単位のことか。

これらについては、事務局からそれぞれ再度説明を受け委員相互において

確認した。

(3)今後のスケジュールの確認

おおむね４回を目途に協議し、１２月１１日の第９回の協議会へ報告を目指す

ことを確認した。

内 容 日 程

２回 各委員の定数及び任期等の意見を発表する １０／２４

３回 おおむね意見を調整する １１／３の週

４回 各委員の意見を統一する １１／２４の週

第２回議会議員の定数及び任期等検討小委員会

１ 日 時 平成１５年１０月２４日（金）午後１時30分開会 午後４時13分閉会

２ 場 所 築館町ふるさとセンター

３ 出席者 小委員会委員１９名、欠席委員１名

事務局１１名

４ 協議経過

各委員の定数の取り扱いに対する意見（ 本則選挙 「定数特例 「在任特例 ）等「 」 」 」

の交換をし、具体的な協議は次回行うこととした。

第３回議会議員の定数及び任期等検討小委員会

１ 日 時 平成１５年１１月 ２日（日） 午後６時開会 午後８時05分閉会

２ 場 所 宮城県築館合同庁舎第５会議室

３ 出席者 小委員会委員２０名

事務局８名

４ 協議経過

、 「 」前回に引き続き各委員の定数の取り扱いに関する意見の再確認と 主に 在任特例

について協議をした。再確認後の各委員の意見の人数は次の表の通り。

本則選挙 定数特例 在任特例 計

人 数 １０人 ９人 １人 ２０人

協議結果、在任特例は一時棚上げをすることとし、次回は「本則選挙」と「定数特
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例」についてを重点的に協議することにした。

第４回議会議員の定数及び任期等検討小委員会

１ 日 時 平成１５年１１月２５日（火） 午後３時開会 午後５時53分閉会

２ 場 所 宮城県築館合同庁舎 第５会議室

３ 出席者 小委員会委員１９名、欠席委員１名

事務局９名

４ 協議経過

前回棚上げした「在任特例」については協議の結果選択しないこととし 「本則選、

挙」と「定数特例」についてを重点的に協議した。

協議の中で 「小規模町村に配慮するには、定数特例で、旧町村毎の選挙区にし、、

旧町村に議席を確保する方法がよい 「大きい町村だからといって議席を多くとれる」

とは限らない 「対等合併なのだから、選挙区を設けず本則選挙がよい 「アンケー」 」

トは本則選挙が多い」など意見が出た。

さらに協議を進めた結果 「本則選挙を主張しすぎると合併が壊れるおそれがある、

ので、定数特例もやむをえない」等の意見が出て 「定数特例」の意見が多数を占め、

た。

次回は 「定数特例」に「選挙区」を設ける場合と設けない場合について、検討す、

るということにした。

第５回議会議員の定数及び任期等検討小委員会

１ 日 時 平成１５年１１月２７日（木） 午前10時開会 午後１時30分閉会

２ 場 所 一迫町役場２階大会議室

３ 出席者 小委員会委員１９名、欠席委員１名

事務局８名

４ 協議経過

「定数特例」に「選挙区」を設ける場合と、設けない場合についてを重点的に協議

した。

会議の中で 「小規模町村に配慮するには選挙区を設けるべきである 「選挙区を、 」

設けて一人の議席を確保することが小規模町村への配慮と言えるか疑問 「各町村か」

ら確実に議員を選出するには選挙区を設けるべきである 「栗原全体を見渡せる議員」

を選出するためには選挙区は不要である 「選挙区を設けないなら定数特例を選択す」

る必要はない」等の意見が出て、意見の一致には至らなかった。

第６回議会議員の定数及び任期等検討小委員会

１ 日 時 平成１５年１２月１１日（木） 午前９時30分開会 午後１時15分閉会

２ 場 所 金成町役場３階会議室

３ 出席者 小委員会委員２０名

事務局９名



- 5 -

４ 協議経過

前回重点的に協議した「定数特例」の、旧町村単位に選挙区を設ける場合と、設

けない場合について再度協議した。協議では「選挙区を設けるべきとする委員の数

が多いので尊重すべき 「地域審議会の設置により住民のまちづくりへの意見反映」

はできるので、選挙区は設けなくてよい」などの意見があった。

また 「小委員会の意見を二つ併記して合併協議会に報告してはどうか」という、

意見も出たが、協議の結果「小委員会の意見は一本化して協議会へ報告する」とし

た。

次回小委員会は、旧町村単位に選挙区を設けるかどうかについて協議し、その後

に議会議員の定数を協議することとした。

第７回議会議員の定数及び任期等検討小委員会

１ 日 時 平成１５年１２月２６日（金） 午後１時開会 午後５時10分閉会

２ 場 所 宮城県築館合同庁舎 第５会議室

３ 出席者 小委員会委員１９名、欠席委員１名

事務局８名

４ 協議経過

前回重点的に協議した「定数特例」に選挙区を設けるかどうかについて、再度協議

をした結果 「旧町村単位に選挙区を設ける」ことに意見が一致した。、

次に選挙区毎の定数をどうするかについて協議により、各選挙区の定数は、築館町

の区域７人、若柳町の区域７人、栗駒町の区域７人、高清水町の区域３人、一迫町の

区域５人、瀬峰町の区域３人、鶯沢町の区域３人、金成町の区域４人、志波姫町の区

域４人、花山村の区域２人で計４５人とすることで、意見が一致した。

また 「定数特例については最初の選挙のみということを明文化して欲しい 「選、 」

挙区についても最初の選挙のみ」と意見があった。

次回の合併協議会の前に再度小委員会を開催し最終的な報告書を確認することとし

た。

第８回議会議員の定数及び任期等検討小委員会

１ 日 時 平成１６年 １月１５日（木） 午前１１時開会 午後０時閉会

２ 場 所 栗駒町役場 会議室

３ 出席者 小委員会委員１８名、欠席委員２名

事務局１０名

４ 協議経過

報告書の最終確認
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３ 検討結果

１ 地方自治法第９１条第１項に定める新市の議会議員の定数は ３０人、
とする。ただし、新市の設置後最初に行われる選挙により選出される
議会議員の任期に相当する期間に限り、市町村の合併の特例に関する
法律第６条第１項に規定する議会の議員の定数に関する特例を適用し
４５人とする。

２ 新市の設置後最初に行われる選挙に限り 公職選挙法第１５条第６項、
及び公職選挙法施行令第９条の規定を適用し合併前の関係町村の区域
ごとに選挙区を設けることとし、各選挙区の定数は、築館町の区域
７人、若柳町の区域７人、栗駒町の区域７人、高清水町の区域３人、
一迫町の区域５人、瀬峰町の区域３人、鶯沢町の区域３人、金成町の
区域４人、志波姫町の区域４人、花山村の区域２人とする。なお、次
回の一般選挙では選挙区を廃止し、新市を１つの区域として選挙を行
うものとする。

以上、栗原地域合併協議会 小委員会にお議会議員の定数及び任期等検討
ける協議経過報告といたします。



協議第４１号 
 

介護保険事業の取扱いについて 
 
 介護保険事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 

平成１６年 １月１５日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

介護保険事業の取扱いについて 
 
 １ 介護保険事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成１８ 

年度より始まる次期計画を策定する。 
２ 保険料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、次期介護保険事業計 
画に基づき算定し、納期等については現行のとおりとする。  

 ３ 認定審査会については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調 
整するものとする。 

 ４ 要介護認定訪問調査事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新 
市において調整するものとする。 

  
 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日確認 



関　　係　　項　　目

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

築館町介護保険事業計画 若柳町介護保険事業計画 栗駒町介護保険事業計画 高清水町介護保険事業計画 一迫町介護保険事業計画 瀬峰町介護保険事業計画 鴬沢町介護保険事業計画 金成町介護保険事業計画 志波姫町介護保険事業計画 花山村介護保険事業計画
期間：平成１５年度から平成１７年度 期間：平成１５年度から平成１７年度 期間：平成１５年度から平成１７年度 期間：平成１５年度から平成１７年度 期間：平成１５年度から平成１７年度 期間：平成１５年度から平成１７年度 期間：平成１５年度から平成１７年度 期間：平成１５年度から平成１７年度 期間：平成１５年度から平成１７年度 期間：平成１５年度から平成１７年度

（平成１５年～平成１７年度） （平成１５年～平成１７年度） （平成１５年～平成１７年度） （平成１５年～平成１７年度） （平成１５年～平成１７年度） （平成１５年～平成１７年度） （平成１５年～平成１７年度） （平成１５年～平成１７年度） （平成１５年～平成１７年度） （平成１５年～平成１７年度）

基準額（円／月）：２，５００円 基準額：２，７００円 基準額：２，７００円 基準額：２，４００円（月額） 基準額：２，６００円（月額） 基準額：２，５００円（月額） 基準額：２，６００円（月額） 基準額：２，７００円（月額） 基準額：２，０００円（月額） 基準額：２，７００円（月額）

第１段階（円／年）：　１５，０００円 第１段階　年額　　１６，２００円 第１段階　年額　　１６，２００円 第１段階　年額　　１４，４００円 第１段階　年額　　１５，６００円 第１段階　年額　　１５，０００円 第１段階　年額　　１５，６００円 第１段階　年額　　１６，２００円 第１段階　年額　　１２，０００円 第１段階　年額　　１６，２００円

第２段階（円／年）：　２２，５００円 第２段階　年額　　２４，３００円 第２段階　年額　　２４，３００円 第２段階　年額　　２１，６００円 第２段階　年額　　２３，４００円 第２段階　年額　　２２，５００円 第２段階　年額　　２３，４００円 第２段階　年額　　２４，３００円 第２段階　年額　　１８，０００円 第２段階　年額　　２４，３００円

第３段階（円／年）：　３０，０００円 第３段階　年額　　３２，４００円 第３段階　年額　　３２，４００円 第３段階　年額　　２８，８００円 第３段階　年額　　３１，２００円 第３段階　年額　　３０，０００円 第３段階　年額　　３１，２００円 第３段階　年額　　３２，４００円 第３段階　年額　　２４，０００円 第３段階　年額　　３２，４００円

第４段階（円／年）：　３７，５００円 第４段階　年額　　４０，５００円 第４段階　年額　　４０，５００円 第４段階　年額　　３６，０００円 第４段階　年額　　３９，０００円 第４段階　年額　　３７，５００円 第４段階　年額　　３９，０００円 第４段階　年額　　４０，５００円 第４段階　年額　　３０，０００円 第４段階　年額　　４０，５００円

第５段階（円／年）：　４５，０００円 第５段階　年額　　４８，６００円 第５段階　年額　　４８，６００円 第５段階　年額　　４３，２００円 第５段階　年額　　４６，８００円 第５段階　年額　　４５，０００円 第５段階　年額　　４６，８００円 第５段階　年額　　４８，６００円 第５段階　年額　　３６，０００円 第５段階　年額　　４８，６００円

第１段階：　月額　基準額×０．５ 第１段階：　月額　基準額×０．５ 第１段階：　月額　基準額×０．５ 第１段階：　月額　基準額×０．５ 第１段階：　月額　基準額×０．５ 第１段階：　月額　基準額×０．５ 第１段階：　月額　基準額×０．５ 第１段階：　月額　基準額×０．５ 第１段階：　月額　基準額×０．５ 第１段階：　月額　基準額×０．５

第２段階：　月額　基準額×０．７５ 第２段階：　月額　基準額×０．７５ 第２段階：　月額　基準額×０．７５ 第２段階：　月額　基準額×０．７５ 第２段階：　月額　基準額×０．７５ 第２段階：　月額　基準額×０．７５ 第２段階：　月額　基準額×０．７５ 第２段階：　月額　基準額×０．７５ 第２段階：　月額　基準額×０．７５ 第２段階：　月額　基準額×０．７５

第３段階：　月額　基準額×１．０ 第３段階：　月額　基準額×１．０ 第３段階：　月額　基準額×１．０ 第３段階：　月額　基準額×１．０ 第３段階：　月額　基準額×１．０ 第３段階：　月額　基準額×１．０ 第３段階：　月額　基準額×１．０ 第３段階：　月額　基準額×１．０ 第３段階：　月額　基準額×１．０ 第３段階：　月額　基準額×１．０

第４段階：　月額　基準額×１．２５ 第４段階：　月額　基準額×１．２５ 第４段階：　月額　基準額×１．２５ 第４段階：　月額　基準額×１．２５ 第４段階：　月額　基準額×１．２５ 第４段階：　月額　基準額×１．２５ 第４段階：　月額　基準額×１．２５ 第４段階：　月額　基準額×１．２５ 第４段階：　月額　基準額×１．２５ 第４段階：　月額　基準額×１．２５

第５段階：　月額　基準額×１．５ 第５段階：　月額　基準額×１．５ 第５段階：　月額　基準額×１．５ 第５段階：　月額　基準額×１．５ 第５段階：　月額　基準額×１．５ 第５段階：　月額　基準額×１．５ 第５段階：　月額　基準額×１．５ 第５段階：　月額　基準額×１．５ 第５段階：　月額　基準額×１．５ 第５段階：　月額　基準額×１．５

納付方法 納付方法 納付方法 納付方法 納付方法 納付方法 納付方法 納付方法 納付方法 納付方法

第１号被保険者: 第１号被保険者: 第１号被保険者: 第１号被保険者:  第１号被保険者： 第１号被保険者: 第１号被保険者: 第１号被保険者: 第１号被保険者: 第１号被保険者:

 特別徴収（年金天引き）  特別徴収（年金天引き）  特別徴収（年金天引き）  特別徴収（年金天引き）  特別徴収（年金天引き）  特別徴収（年金天引き）  特別徴収（年金天引き）  特別徴収（年金天引き）  特別徴収（年金天引き）  特別徴収（年金天引き）

普通徴収（窓口・口座振替） 普通徴収（窓口・口座振替） 普通徴収（窓口・口座振替） 普通徴収（窓口・口座振替） 普通徴収は、口座振替は行って 普通徴収（窓口・口座振替） 普通徴収（窓口・口座振替） 普通徴収（窓口・口座振替） 普通徴収（窓口・口座振替） 普通徴収（窓口・口座振替）

いない。

 第２号被保険者：  第２号被保険者：  第２号被保険者：  第２号被保険者：  第２号被保険者： 第２号被保険者： 第２号被保険者： 第２号被保険者： 第２号被保険者： 第２号被保険者：

保険料上乗せ方式 保険料上乗せ方式 保険料上乗せ方式 保険料上乗せ方式 保険料上乗せ方式 保険料上乗せ方式 保険料上乗せ方式 保険料上乗せ方式 保険料上乗せ方式 保険料上乗せ方式

納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期 納期

６期 ６期 ６期 ６期 ６期 ６期 ６期 ６期 ６期 ６期

第１期　　　４月 第１期　　　４月 第１期　　　４月 第１期　　　４月 第１期　　　４月 第１期　　　４月 第１期　　　４月 第１期　　　４月 第１期　　　４月 第１期　　　４月

第２期　　　６月 第２期　　　６月 第２期　　　６月 第２期　　　６月 第２期　　　６月 第２期　　　６月 第２期　　　６月 第２期　　　６月 第２期　　　６月 第２期　　　６月

第３期　　　８月 第３期　　　８月 第３期　　　８月 第３期　　　８月 第３期　　　８月 第３期　　　８月 第３期　　　８月 第３期　　　８月 第３期　　　８月 第３期　　　８月

第４期　　１０月 第４期　　１０月 第４期　　１０月 第４期　　１０月 第４期　　１０月 第４期　　１０月 第４期　　１０月 第４期　　１０月 第４期　　１０月 第４期　　１０月

第５期　　１２月 第５期　　１２月 第５期　　１２月 第５期　　１２月 第５期　　１２月 第５期　　１２月 第５期　　１２月 第５期　　１２月 第５期　　１２月 第５期　　１２月

第６期　　　２月 第６期　　　２月 第６期　　　２月 第６期　　　２月 第６期　　　２月 第６期　　　２月 第６期　　　２月 第６期　　　２月 第６期　　　２月 第６期　　　２月

１次審査 １次審査 １次審査 １次審査 １次審査 １次審査 １次審査 １次審査 １次審査 １次審査
２次審査 ２次審査 ２次審査 ２次審査 ２次審査 ２次審査 ２次審査 ２次審査 ２次審査 ２次審査

○介護保険訪問調査 ○介護保険訪問調査 ○介護保険訪問調査 ○介護保険訪問調査 ○介護保険訪問調査 ○介護保険訪問調査 ○介護保険訪問調査 ○介護保険訪問調査 ○介護保険訪問調査 ○介護保険訪問調査

　　保険者である町がその責任と 　　保険者である町がその責任と 　　保険者である町がその責任と 　　保険者である町がその責任と 　　保険者である町がその責任と 　　保険者である町がその責任と 　　保険者である町がその責任と 　　保険者である町がその責任と 　　保険者である町がその責任と 　　保険者である町がその責任と

 権限に基づき、「介護が必要な状  権限に基づき、「介護が必要な状  権限に基づき、「介護が必要な状  権限に基づき、「介護が必要な状  権限に基づき、「介護が必要な状  権限に基づき、「介護が必要な状  権限に基づき、「介護が必要な状  権限に基づき、「介護が必要な状  権限に基づき、「介護が必要な状  権限に基づき、「介護が必要な状

 態にあるかを一定の基準により確  態にあるかを一定の基準により確  態にあるかを一定の基準により確  態にあるかを一定の基準により確  態にあるかを一定の基準により確  態にあるかを一定の基準により確  態にあるかを一定の基準により確  態にあるかを一定の基準により確  態にあるかを一定の基準により確  態にあるかを一定の基準により確

 認する行為」で制度の根幹をなす  認する行為」で制度の根幹をなす  認する行為」で制度の根幹をなす  認する行為」で制度の根幹をなす  認する行為」で制度の根幹をなす  認する行為」で制度の根幹をなす  認する行為」で制度の根幹をなす  認する行為」で制度の根幹をなす  認する行為」で制度の根幹をなす  認する行為」で制度の根幹をなす

 重要な業務である。保険給付や  重要な業務である。保険給付や  重要な業務である。保険給付や  重要な業務である。保険給付や  重要な業務である。保険給付や  重要な業務である。保険給付や  重要な業務である。保険給付や  重要な業務である。保険給付や  重要な業務である。保険給付や  重要な業務である。保険給付や

 保険料にも影響を及ぼすので、  保険料にも影響を及ぼすので、  保険料にも影響を及ぼすので、  保険料にも影響を及ぼすので、  保険料にも影響を及ぼすので、  保険料にも影響を及ぼすので、  保険料にも影響を及ぼすので、  保険料にも影響を及ぼすので、  保険料にも影響を及ぼすので、  保険料にも影響を及ぼすので、

 統一性と公平性の確保が大前提  統一性と公平性の確保が大前提  統一性と公平性の確保が大前提  統一性と公平性の確保が大前提  統一性と公平性の確保が大前提  統一性と公平性の確保が大前提  統一性と公平性の確保が大前提  統一性と公平性の確保が大前提  統一性と公平性の確保が大前提  統一性と公平性の確保が大前提

 である。  である。  である。  である。  である。  である。  である。  である。  である。  である。

・保健師が調査。調査員雇用なし。 ・町在宅介護支援センター職員 ・町保健師、1名の臨時職員（准看 ・臨時職員の雇用なし。 ・臨時職員の雇用なし。 ・臨時職員の雇用なし。 ・町職員と委託先の社会福祉協議 ・町在宅介護支援センター職員 ・新規申請者は、町保健師３名が調 ・臨時職員の雇用なし。

　ただし、県外等の施設に入所して   保健師2名、看護師1名   護師資格）を調査員として雇用し  町の保健師、委託契約をしている   遠隔地については、調査を委託。   会の介護支援専門員が調査。 ・町職員   査  村看護師２名、村診療所看護師

　いる方については、委託契約をし   介護保険係、臨時職員1名  調査している。  一迫町社会福祉協議会と宮城福 ・その他事業所委託 ・更新申請者は、委託先の千葉福祉  ３名で調査

  ている。 ・その他事業所委託  祉会の介護支援専門員が調査。   会の職員が調査

築館町・志波姫町介護認定
審査会で認定審査

栗原地域広域介護認定審
査会で認定審査

築館町・志波姫町介護認定
審査会で認定審査

栗原地域広域介護認定審
査会で認定審査

栗原地域広域介護認定審
査会で認定審査

瀬峰町・高清水町地域介護
認定審査会で認定審査

栗原地域広域介護認定審
査会で認定審査

栗原地域広域介護認定審
査会で認定審査

栗原地域広域介護認定審
査会で認定審査

瀬峰町・高清水町地域介護
認定審査会で認定審査

調整方針・調整内容

３　認定審査会につては、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

１　介護保険事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成１８年度より始まる次期計画を策定する。

４　要介護認定訪問調査事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。

項　　　　目　　　　名

１　介護保険事業計画

栗原地域合併協議会の調整内容
専門部会名（　保健福祉部会　）　　分科会（　介護保険分科会　）　№-1

介護保険事業計画及び保険料、認定審査会、要介護認定訪問調査事業協　　定　　項　　目 介護保険事業の取扱い

４　要介護認定訪問調査
    事業

   納付方法・納期

３　認定審査会

２　保険料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、次期介護保険事業計画に基づき算定し、納期等については現行のとおりとする。

　 保険料の設定

（第１号被保険者（６５歳以上）)

２　介護保険料



　　介護保険法（平成９年法律第１２３号）：抜粋 　　　　　　　　　（第４項省略）

　　　（被保険者） 　　　　　　　　第１３１条　第１２９条の保険料の徴収については、第１３５条の規定により特別徴収（国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）による老齢基礎

　　第９条　次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区（以下単に「市町村」という。）が行う介護保険の被保険者とする。 　　　　　　　　　年金その他の同法、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１６号）、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員

　　　Ⅰ　市町村の区域内に住所を有する６５歳以上の者（以下「第１号被保険者」という。） 　　　　　　　　　共済組合法若しくは農林漁業団体職員共済組合法（昭和３３年法律第９９号）に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付で

　　　Ⅱ　市町村の区域内に住所を有する４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者（以下「第２号被保険者」という。）を定めるものとする。 　　　　　　　　　あって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める

　　　（市町村介護保険事業計画） 　　　　　　　　　もの（以下「老齢退職年金給付」という。）の支払をする者（以下「年金保険者」という。）に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料

　　第１１７条　市町村は、基本指針に即して、３年ごとに、５年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に 　　　　　　　　　を納入させることをいう。以下同じ。）の方法による場合を除くほか、普通徴収（市町村が、保険料を課せられた第１号被保険者又は当該

　　　関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。 　　　　　　　　　第１号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第１号被保険者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の

　　　（第２項～第５項省略） 　　　　　　　　　事情にある者を含む。以下同じ。）に対し、地方自治法第２３１条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。

　　　６　市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 　　　　　　　　　以下同じ。）の方法によらなければならない。

　　　７　市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 　　　　　　　　　（普通徴収に係る保険料の納付義務）

　　　（保険料） 　　　　　　　　第１３２条　第１号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付

　　第１２９条　市町村は、介護保険事業に要する費用（財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。）に充てるため、保険料を 　　　　　　　　　　しなければならない。

　　　徴収しなければならない。 　　　　　　　　　２　世帯主は、市町村が当該世帯に属する第１号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険

　　　２　前項の保険料は、第１号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された 　　　　　　　　　　料を連帯して納付する義務を負う。

　　　　保険料額によって課する。 　　　　　　　　　３　配偶者の一方は、市町村がだい１号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険

　　　３　前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する　　　　　　　　　　料を連携して納付する義務を負う。

　　　　費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第１４７条第１項第３号の規定による都道府県からの借入金の 　　　　　　　　　（普通徴収に係る保険料の納期）

　　　　償還に要する費用の予定額及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第１号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに 　　　　　　　　第１３３条　普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。

　　　　国庫負担等の額等に照らし、おおむね３年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

  （１）介護保険事業計画

　    介護保険事業については、統一して策定し、新市において実施する。          務の取り扱いとする。

　　①第１号被保険者の保険料については、合併まで介護保険事業計画策定の中で調整し、統一する。   （２）第１号被保険者の介護保険料 　　（３）認定情報の開示については、新市の情報公開条例により開示する。

    ②第１号被保険者の普通徴収納期及び賦課期日は、国民健康保険税と同一とする。    ア　保険料については、介護保険事業計画策定時に再算定し、適正な保険料を定め統一する。 　　（４）コピーする場合は、新市の手数料条例により徴収する。

（２）介護給付費準備基金は、合併時に全額を持ち寄る。 　 イ　保険料の端数処理については、１００円未満を切り捨てるものとする。 　　（５）認定調査員の研修については、従来どおり県実施の研修会に参加する。

（３）介護保険事業計画は、３町の事業計画を新町に引き継ぐ。 　 ウ　普通徴収の納期については、安田町の納期とするが、第６期の納期については、２月１６日から２月末日とする。　　・保険給付にかかわる事務

（４）被保険者の資格管理は、現行のとおりとする。   エ　保険料の延滞金については、安田町、水原町の制度に統一する。

（５）給付管理は、現行のとおりとする。

（６）要介護認定事務は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 　●徳島県麻植郡合併協議会（平成１６年１０月１日合併予定：構成３町１村：吉野川市） 　　　　 相違がないため現行のとおりとする。　　　 

　 介護保険事業の取り扱い 　　（２）訪問介護利用者の負担軽減措置については、新市で実施要綱を策定する。

●登米地域合併協議会（平成１７年３月２２日合併予定：構成９町） 　　・市町村介護保険事業計画の策定にかかわる事務（１）

（１）介護保険料については、次期介護保険事業計画に基づき再算定し、平成１８年度の保険料から統一する。 　　　 を策定する。

（２）第１号被保険者の普通徴収の納期については、国民健康保険税と同一とする。           成１７年度まで適用する。

　　　 ついては、新市において調整する。 　　・市町村介護保険事業計画の策定にかかわる事務（２）

　　 旧措置者の継続事業等の制度については制度存続期間は新市においても継続実施する。 　・被保険者の資格管理等にかかわる事務

           おいて調整する。

　　 する。 　　・保険料の徴収にかかわる事務

（５）介護保険事業計画については、平成１８年度から始まる次期計画より統一する。 　　　 通知書、納付書を郵送する。

（６）要介護認定事務については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

　　　 する。

●新潟県北蒲原郡南部郷合併協議会（平成１６年４月１日合併予定：構成２町２村：阿賀野市） 　・要介護認定、要支援認定にかかわる事務（１）

　 介護保険事業において４町村差異のあるものについては、次のとおりとする。ただし、第１号被保険者の介護 　　　　 納期と同一とする。

　・要介護認定、要支援認定にかかわる事務（２）

●中新田町・小野田町・宮崎町合併協議会（平成１５年４月１日合併：構成３町：加美町）

（１）介護保険料

【先　進　事　例】

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

栗原地域合併協議会の調整内容
専門部会名（保健福祉部会）　　分科会（介護保険分科会）　№-2

　　（１）主治医意見書については、主治医へ郵送し返信用封筒で返送してもらる。

　　（４）６５歳到達者の徴収方法については、現行のとおりとする。

　　（２）転入者についても旧町村の区域による保険料で徴収する。

　　　　 保険料を適用し、平成１８年度以降については、新市において調整する。

　　（２）認定審査会については、新市においても徳島中央広域連合の共同処理事

　　（１）国保連合会への委託事務については、新市で導入する介護保険事務処理シス

            テムの方式による取り扱いとするが、保険給付に係る事務については、４町村に

　　（１）第１号被保険者の保険料については、平成１６年度及び平成１７年度は現行の

　　（３）第１号被保険者の保険料の普通徴収納期については、国民健康保険税の

　　　　現行の介護保険計画を調整のうえ、合併時に新市の介護保険計画を策定し、平

　　　　介護保険事業計画書策定に伴う実態調査及び策定委員会については、新市に

保険料については、合併する年度において、それぞれ旧町村の制度を適用する。

   （１）市町村介護保険事業計画については、４町村の介護保険事業計画を調整し、合併時に新市の介護保険事業計画

　 （２）第１号被保険者の保険料については、平成１６年度及び平成１７年度は現行の保険料を適用し、平成１８年度以降に

　（１）住基異動に伴う被保険者台帳の更新処理については、住基システムと介護システムを連動させ自動的に処理する。

　（２）６５歳到達処理については、翌週に処理し被保険者証を郵送する。賦課については、月２回処理し月割り賦課の納入

　（３）被保険者証の再交付については、再交付申請書を提出してもらい事務処理システムにより「再交付」を印字して交付

　　　 認定調査については、専任職員が行う直営と委託の併用とし、委託料については、当面は現行のとおりとする。

（３）保険料の減免制度については、条例での取扱いを統一し新市に引き継ぐものとし、利用者負担軽減措置事業並びに

（４）介護保険事業財政調整基金については、各町の介護保険事業計画によるものとし、合併時の残額を持ち寄るものと

　　関係法令



協議第４２号 
 

農林水産関係事業（その２）について 
 
 農林水産関係事業（その２）について、次のとおり提案する。 
 

平成１６年 １月１５日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

農林水産関係事業（その２）について 
 
 １ 国営・県営事業については、農業農村整備事業管理計画に基づき、現行

のとおり新市に引き継ぐものとする。 
２ 国・県の補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
３ 町村単独及び維持管理事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、

新市において調整するものとする。 
 ４ 国営造成施設については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
 ５ 災害復旧事業のうち農地災害の受益者負担については、国の補助基準に

準じて合併時までに調整する。 
 ６ 土地改良財産の維持管理に係る分担金制度及び水利地益税制度について

は、合併時までに調整する。 
  
 
 
 

平成  年  月  日確認 



関　　係　　項　　目

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

　迫川上流地区１・２期 　迫川上流地区１・２期 　迫川上流地区１・２期 　なし 　迫川上流地区１・２期 　なし 　迫川上流地区１・２期 　迫川上流地区１・２期 　迫川上流地区１・２期 　なし

・事業計画年度
１期：S５１～H８
２期：H３～H１７

１期：S５１～H８
２期：H３～H１７

１期：S５１～H８
２期：H３～H１７

１期：S５１～H８
２期：H３～H１７

１期：S５１～H８
２期：H３～H１７

１期：S５１～H８
２期：H３～H１７

１期：S５１～H８
２期：H３～H１７

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　国 　国 　国 　国 　国 　国 　国

・負担区分
　国66.67%、県20.93～
25.33%、町村6～12.4%

　国66.67%、県20.93～
25.33%、町村6～12.4%

　国66.67%、県20.93～
25.33%、町村6～12.4%

　国66.67%、県20.93～
25.33%、町村6～12.4%

　国66.67%、県20.93～
25.33%、町村6～12.4%

　国66.67%、県20.93～
25.33%、町村6～12.4%

　国66.67%、県20.93～
25.33%、町村6～12.4%

　迫川上流３期・４期 　迫川上流地区・２期
・３期

　迫川上流地区・４期 　小山田川沿岸地区 　迫川上流３期 　小山田川沿岸地区 　迫川上流４期 　迫川上流地区 　迫川上流２期・３期 　なし

・事業計画年度
３期：S６２～H２２
４期：S６３～H１６

上流：S５８～H２２
２期 ：S６１～H１６
３期 ：S６２～H２２

上流：S５8～H２２
４期 ：S６３～H１６

S５２～H１５ S６２～H２２ S５２～H１５ S６３～H１６ S５９～H２１
２期：S６１～H１６
３期：S６２～H２２

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県 　県 　県 　県 　県 　県 　県 　県 　県

・負担区分
　国50%、県30%、町村
10%、受益者10%

　国50%、県30%、町村
10%、受益者10%

　国50%、県30%、町村
10%、受益者10%

　国50%、県30%、町村
10%、受益者10%

　国50%、県30%、町20% 　国50%、県30%、町20% 　国50%、県30%、町20%
　国50%、県30%、町村
10%、受益者10%

　国50%、県30%、町村
10%、受益者10%

　ほ場整備事業（担い手
育成型）　八沢地区

ほ場整備事業（担い手育
成型）　下畑岡地区

　担い手育成基盤整備事
業　尾松第１地区

　ほ場整備事業（担い手
育成型）　上沢田地区

　県営担い手育成型基盤
整備事業　王沢地区

　県営ほ場整備事業（担
い手育成型）大里地区

　担い手育成基盤整備事
業　尾松第２地区

　ほ場整備事業（担い手
育成型）　川北地区

　県営ほ場整備事業（担
い手育成型）中沖地区

　なし

・事業計画年度 Ｈ７～Ｈ１６ Ｈ８～Ｈ１７ Ｈ１１～Ｈ２３ Ｈ１１～Ｈ１８ Ｈ９～Ｈ２３ Ｈ９～Ｈ２３ Ｈ１５～Ｈ２０ Ｈ１０～Ｈ２５ Ｈ１０～Ｈ１７

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県 　県 　県 　県 　県 　県 　県 　県 　県

・負担区分
　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県32.5%、町10%、
受益者7.5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　ほ場整備事業（担い手
育成型）　芋埣地区

ほ場整備事業（担い手育
成型）　川北地区

　担い手育成基盤整備事
業　渡丸地区

　県営担い手育成型基盤
整備事業　愛宕地区

　県営ほ場整備事業（担
い手育成型）　富地区

　ほ場整備事業（担い手
育成型）　金生地区

　県営ほ場整備事業（担
い手育成型）杭ヶ浦地区

・事業計画年度 Ｈ１３～Ｈ２２ Ｈ１０～Ｈ２７ Ｈ１２～Ｈ２０ Ｈ１０～Ｈ１５ Ｈ９～Ｈ１８ Ｈ１２～Ｈ２４ Ｈ１４～Ｈ２１

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県 　県 　県 　県 　県 　県 　県

・負担区分
　国50%、県32.5%、町10%、
受益者7.5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県32.5%、町10%、
受益者7.5%

ほ場整備事業（担い手育
成型）　新田地区

　担い手育成基盤整備事
業　芋埣地区

　県営担い手育成型基盤
整備事業　一本杉地区

　県営ほ場整備事業（担
い手育成型）　上沢田地
区

　経営体育成基盤整備事
業　県営土地改良事業
（区画整理）沢辺地区

・事業計画年度 Ｈ１１～Ｈ２０ Ｈ１３～Ｈ２２ Ｈ１０～Ｈ１８ Ｈ１１～Ｈ１８ Ｈ１５～Ｈ２０

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県 　県 　県 　県 　県

・負担区分
　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県32.5%、町10%、
受益者7.5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県32.5%、町10%、
地元7.5%

ほ場整備事業（担い手育
成型）　川北２期地区

　担い手育成基盤整備事
業　尾松第２地区

・事業計画年度 Ｈ１１～Ｈ２８ Ｈ１５～Ｈ２０

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県 　県

・負担区分
　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　国50%、県32.5%、町10%、
受益者7.5%

専門部会名　産業部会　　分科会　農村整備分科会　№-1

１．国営・県営事業

①国営かんがい排水事業

②県営かんがい排水事業

③ほ場整備事業・担い手育成
型・区画整理

　１　国営・県営事業については、農業農村整備事業管理計画に基づき、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

　２　国・県の補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

　３　町村単独及び維持管理事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。

　４　国営造成施設については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

　５　災害復旧事業のうち農地災害の受益者負担については、国の補助基準に準じて合併時までに調整する。

栗原地域合併協議会の調整内容

参　　　　考　　　　事　　　　項

調整方針・調整内容

項　　　　目　　　　名

協　　定　　項　　目 　農林水産関係事業（その２） 　農村整備事業

　６　土地改良財産の維持管理に係る分担金制度及び水利地益税制度については、合併時までに調整する。



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

　県営ほ場整備事業（担
い手育成型）金生地区

・事業計画年度 Ｈ１２～Ｈ２４

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県

・負担区分
　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　県営ほ場整備事業（担
い手育成型）杭ヶ浦地区

・事業計画年度 Ｈ１４～Ｈ２１

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県

・負担区分
　国50%、県32.5%、町10%、
受益者7.5%

　県営ほ場整備事業（担
い手育成型）新蒲地区

・事業計画年度 Ｈ１０～Ｈ１７

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県

・負担区分
　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　県営ほ場整備事業（担
い手育成型)南谷地地区

・事業計画年度 Ｈ７～Ｈ２０

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県

・負担区分
　国50%、県35%、町10%、
受益者5%

　なし 　なし 　県営土地改良総合整備
事業　森・菱沼地区

　県営土地改良総合整備
事業　萱刈地区

　なし 　なし 　なし 　なし 　県営土地改良総合整備
事業　間海地区

　なし

・事業計画年度 Ｈ６～Ｈ１８ Ｈ８～Ｈ１７ Ｈ９～Ｈ２３

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県 　県 　県

・負担区分
　国50%、県30%、町10%、
受益者10%

　国45%、県33%、町10%、
受益者12%

　国45%、県33%、町17%、
受益者５%

　基盤整備促進事業
　大日向地区

　なし 　基盤整備促進事業
　西沢地区

　なし 　基盤整備促進事業
　滝野地区

　なし 　なし 　なし 　基盤整備促進事業
　堀口台地区

　なし

・事業計画年度 H１０～Ｈ１６ H８～Ｈ１５ H１３～Ｈ１５ H１５～Ｈ１７

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町 　町 　町 　町

・負担区分 　国50%、県18%、町32% 　国55%、県18%、町27% 　国55%、県15%、町30% 　国50%、県15%、町35%

　基盤整備促進事業
　片子沢地区

　基盤整備促進事業
　明神地区

・事業計画年度 H１１～Ｈ１８ H１４～Ｈ１６

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町 　町

・負担区分 　国55%、県18%、町27% 　国55%、県15%、町30%

　農用地等集団化事業
　栗原地区

　基盤整備促進事業
　一迫町地区

・事業計画年度 Ｈ１４～Ｈ１５ H１１～Ｈ１６

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町 　町

・負担区分 　国55%、県18%、町27% 　国55%、県18%、町27%

　基盤整備促進事業
　北河原地区

・事業計画年度 H１１～Ｈ１６

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町

・負担区分 　国55%、県15%、町30%

④県営土地改良総合整備事
業

⑤基盤整備促進事業

専門部会名　産業部会　　分科会　農村整備分科会　№-2

参　　　　考　　　　事　　　　項

項　　　　目　　　　名



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

　なし 　なし 　なし 　なし 　なし 　なし 　なし 中山間地域総合整備事
業

　なし 　なし

・事業計画年度 H１４～Ｈ１８

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県

・負担区分
　国55%、県32.5%、町
12.5%(内ほ場整備に限り
受益者負担5%)

　なし 　なし 　県営ため池等整備事業
栗駒ダム

　なし 　なし 　なし 　なし 　なし 　県営ため池等整備事業
川の口２期地区

　なし

・事業計画年度 H１６～Ｈ２２ H１２～Ｈ１６

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県 　県

・負担区分 　国50%、県39%、町11% 　国50%、県39%、町11%

　県営ため池等整備事業
堅沢３期地区

・事業計画年度 H１２～Ｈ１６

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県

・負担区分 　国50%、県39%、町11%

　県営ため池等整備事業
上沼３期地区

・事業計画年度 H１３～Ｈ１７

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　県

・負担区分 　国50%、県39%、町11%

　土地利用調整推進事業
八沢地区

　土地利用調整推進事業
下畑岡地区

　土地利用調整推進事業
尾松第１地区

　なし 　基盤整備関連流動化促
進事業　王沢地区、愛宕
地区、一本杉地区

　担い手育成土地利用調
整事業　大里地区

　担い手育成基盤整備関
連流動化促進事業　尾松
第２地区

　土地利用調整推進事業
金生地区

　土地利用調整推進事業
中沖地区

　なし

・事業計画年度 Ｈ７～Ｈ１６ Ｈ６～Ｈ１７ Ｈ９～Ｈ２３ Ｈ９～Ｈ２３ Ｈ９～Ｈ２３ Ｈ１３～Ｈ２０ Ｈ１０～Ｈ２４ Ｈ８～Ｈ１７

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町 　町 　町 　町 　町 　町 　町 　町

・負担区分 　国50%、県25%、町25% 　国50%、県25%、町25% 　国50%、県25%、町25% 　国50%、県25%、町25% 　国50%、県25%、町25% 　国50%、県20%、町30% 　国50%、県25%、町25% 　国50%、県25%、町25%

　土地利用調整推進事業
芋坪地区

　土地利用調整推進事業
川北地区

　土地利用調整推進事業
渡丸地区

　担い手育成土地利用調
整事業　富地区

　土地利用調整推進事業
沢辺地区

　土地利用調整推進事業
杭ヶ浦地区

・事業計画年度 Ｈ１３～Ｈ２２ Ｈ８～Ｈ２５ Ｈ１０～Ｈ２０ Ｈ７～Ｈ１８ Ｈ１３～Ｈ２０ H１２～Ｈ２１

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町 　町 　町 　町 　町 　若柳町

・負担区分 　国50%、県25%、町25% 　国50%、県25%、町25% 　国50%、県25%、町25% 　国50%、県25%、町25% 　国50%、県20%、町30% 　国50%、県2０%、町３０%

　土地利用調整推進事業
新田地区

　土地利用調整推進事業
尾松第２地区

　担い手育成土地利用調
整事業　上沢田地区

・事業計画年度 Ｈ９～Ｈ１９ Ｈ１３～Ｈ２０ Ｈ９～Ｈ１８

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町 　町 　町

・負担区分 　国50%、県25%、町25% 　国50%、県20%、町30% 　国50%、県25%、町25%

　担い手育成土地利用調
整事業　川北２期地区

・事業計画年度 H９～Ｈ２７

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町

・負担区分 　国50%、県25%、町25%

専門部会名　産業部会　　分科会　農村整備分科会　№-3

２．国・県補助事業

①担い手育成基盤整備関連
流動化促進事業

⑥中山間地域総合整備事業

参　　　　考　　　　事　　　　項

項　　　　目　　　　名

⑦ため池等整備事業



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

　担い手育成土地利用調
整事業　杭ヶ浦地区

・事業計画年度 H１２～Ｈ２１

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町

・負担区分 　国50%、県２０%、町３０%

　高生産性農業集積促進
事業　八沢地区

　高生産性農業集積促進
事業　下畑岡地区

　高生産性農業集積促進
事業　尾松第１地区

　高生産性農業集積促進
事業　王沢地区、愛宕地
区、一本杉地区

　高生産性農業集積促進
事業　大里地区

　高生産性農業集積促進
事業　中沖地区

・事業計画年度 Ｈ１１～Ｈ１５ Ｈ６～Ｈ１７ Ｈ１４～Ｈ２４ Ｈ９～Ｈ２３ Ｈ９～Ｈ２３ Ｈ１４～Ｈ１7

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町 　町 二迫川沿岸土地改良区 　町 　町 　町

・負担区分 　国50%、県50%、 　国50%、県35%、町15% 　国50%、県35%、町16% 　国50%、県35%、町15% 　国50%、県35%、町15% 　国50%、県35%、町15%

　高生産性農業集積促進
事業　川北地区

　高生産性農業集積促進
事業　富地区

・事業計画年度 H８～Ｈ２５ Ｈ７～Ｈ１８

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町 　町

・負担区分 　国50%、県35%、町15% 　国50%、県35%、町15%

　高生産性農業集積促進
事業　新田地区

　高生産性農業集積促進
事業　上沢田地区

・事業計画年度 Ｈ９～Ｈ１９ Ｈ９～Ｈ１８

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町 　町

・負担区分 　国50%、県35%、町15% 　国50%、県35%、町15%

　黒瀬地区（２６期生） 　なし 　なし 　なし 　なし 　なし 　２７期生 　なし 　２３期生 　なし

・事業計画年度 H１４～Ｈ１８ Ｈ１５年度 H１１～Ｈ１５

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町 　町 　町

・負担区分 　国30%、県30%、町40% 　国30%、県30%、町40% 　国30%、県30%、町40%

　太田地区（２７期生） 　２４期生

・事業計画年度 H１５～Ｈ１９ H１２～Ｈ１６

・国・県・町村土地改良区施
行の別

　町 　町

・負担区分 　国30%、県30%、町40% 　国30%、県30%、町40%

・農道改良舗装・水路改
修工事等

・農道改良舗装・水路改
修工事等

・農道改良舗装・水路改
修工事等

・農道改良舗装・水路改
修工事等

・農道改良舗装・水路改
修工事等

・農道改良舗装・水路改
修工事等

・農道改良舗装・水路改
修工事等

・農道改良舗装・水路改
修工事等

・農道改良舗装・水路改
修工事等

・農道改良舗装・水路改
修工事等

・農道維持管理（舗装）
・水路維持管理（改修）
・揚排水機（場）維持管理
・農業用水ため池維持管
理

・農道維持管理（舗装）
・水路維持管理（改修）
・揚排水機（場）維持管理
・農業用水ため池維持管
理

・農道維持管理（舗装）
・水路維持管理（改修）
・揚排水機（場）維持管理
・農業用水ため池維持管
理

・農道維持管理（舗装）
・水路維持管理（改修）
・農業用水ため池維持管
理

・農道維持管理（舗装）
・水路維持管理（改修）
・揚排水機（場）維持管理
・農業用水ため池維持管
理

・農道維持管理（舗装）
・水路維持管理（改修）
・揚排水機（場）維持管理
・農業用水ため池維持管
理

・農道維持管理（舗装）
・水路維持管理（改修）
・揚水機（場）維持管理
・農業用水ため池維持管
理

・農道維持管理（舗装）
・水路維持管理（改修）
・揚水機（場）維持管理
・農業用水ため池維持管
理

・農道維持管理（舗装）
・水路維持管理（改修）
・揚排水機（場）維持管理
・農業用水ため池維持管
理

・農道維持管理（舗装）
・水路維持管理（改修）
・農業用水ため池維持管
理

　２１世紀の田園文化創造
事業

　２１世紀の田園文化創造
事業

　２１世紀の田園文化創造
事業

　２１世紀の田園文化創造
事業

　２１世紀の田園文化創造
事業

　２１世紀の田園文化創造
事業

　２１世紀の田園文化創造
事業

　２１世紀の田園文化創造
事業

　２１世紀の田園文化創造
事業

　２１世紀の田園文化創造
事業

・事業内容

　土地改良施設及び農地
の有する多面的機能の良
好な発揮と地域住民活動
の活性化を図るための活
動に対する支援

　土地改良施設及び農地
の有する多面的機能の良
好な発揮と地域住民活動
の活性化を図るための活
動に対する支援

　土地改良施設及び農地
の有する多面的機能の良
好な発揮と地域住民活動
の活性化を図るための活
動に対する支援

　土地改良施設及び農地
の有する多面的機能の良
好な発揮と地域住民活動
の活性化を図るための活
動に対する支援

　土地改良施設及び農地
の有する多面的機能の良
好な発揮と地域住民活動
の活性化を図るための活
動に対する支援

　土地改良施設及び農地
の有する多面的機能の良
好な発揮と地域住民活動
の活性化を図るための活
動に対する支援

　土地改良施設及び農地
の有する多面的機能の良
好な発揮と地域住民活動
の活性化を図るための活
動に対する支援

　土地改良施設及び農地
の有する多面的機能の良
好な発揮と地域住民活動
の活性化を図るための活
動に対する支援

　土地改良施設及び農地
の有する多面的機能の良
好な発揮と地域住民活動
の活性化を図るための活
動に対する支援

　土地改良施設及び農地
の有する多面的機能の良
好な発揮と地域住民活動
の活性化を図るための活
動に対する支援

専門部会名　産業部会　　分科会　農村整備分科会　№-4

①町村単独事業

②土地改良施設維持管理適
正化事業

３．町村単独及び維持管理事業

③中山間ふるさと・水と土保全
対策事業

参　　　　考　　　　事　　　　項

項　　　　目　　　　名

②町村単独維持管理事業



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

　なし 　なし 　なし

　一の堰頭首工 　一の堰頭首工 　一の堰頭首工 　一の堰頭首工

・事業内容

　国営迫川上流農業水利
事業により造成された施
設の維持管理事業

　国営迫川上流農業水利
事業により造成された施
設の維持管理事業

　国営迫川上流農業水利
事業により造成された施
設の維持管理事業

　国営迫川上流農業水利
事業により造成された施
設の維持管理事業

・事業計画年度 H１０～ H１０～ H１０～ H１０～

・国・県・町村土地改良区
　　 施行の別

　町 　町 　町 　町

・負担区分 　国30%、県30%、町40% 　国30%、県30%、町40% 　国30%、県30%、町40% 　国30%、県30%、町40%

　板倉頭首工

・事業内容

　国営迫川上流農業水利
事業により造成された施
設の維持管理事業

・事業計画年度 H１０～

・国・県・町村土地改良区
　　 施行の別

　町

・負担区分 　国30%、県30%、町40%

　伊豆野頭首工 　伊豆野頭首工 　伊豆野頭首工 　伊豆野頭首工

・事業内容

　国営迫川上流農業水利
事業により造成された施
設の維持管理事業

　国営迫川上流農業水利
事業により造成された施
設の維持管理事業

　国営迫川上流農業水利
事業により造成された施
設の維持管理事業

　国営迫川上流農業水利
事業により造成された施
設の維持管理事業

・事業計画年度 H１０～ H１０～ H１０～

・国・県・町村土地改良区
　　 施行の別

　町 　町 　町 　町

・負担区分 　国30%、県30%、町40% 　国30%、県30%、町40% 　国30%、県30%、町40% 　国30%、県30%、町40%

専門部会名　産業部会　　分科会　農村整備分科会　№-5

４．国営造成施設

①基幹水利施設管理事業

参　　　　考　　　　事　　　　項

項　　　　目　　　　名

５．農地・農業用施設災害復旧
事業

　なし ・農地災害の受益者負担
は原則１／２。補助率増高
により変動する。

・農地災害は農業施設災
害と合併施行の場合、補
助事業のみ事業実施。受
益者負担はなし。農地の
みの単独の場合は実施し
ていない。

・本町は現在農業用施設
災害だけ申請している。農
地災害に関しては農家の
負担があるため、農家個
人が安価な方法で復旧し
ている状況である。農地災
害は未実施であるが、負
担は国庫補助残が受益者
負担となる。

・本村は現在農業用施設
災害だけ申請している。農
地災害に関しては農家へ
重機の無償貸し出し行い
農家負担の軽減を図って
いる。

・農地災害の受益者負担
は原則１／２。補助率増高
により変動する。。
・平成１４年度農地災害復
旧事業、沖富他１地区
　４，０６５千円（受益者負
担はなし）

・農地災害は、実施してい
ない。
実施の際は、農地・農業
用施設災害復旧事業要
項による。
・平成１４年度農業用施設
災害復旧事業
　８箇所で２５，６４２千円。

　本町の災害における対
応は、職員が町中を巡回
し確認している。
また、町民、区長からの報
告により対応している。

・農地災害は、農業用施
設災害の影響で被災した
場合に限り農家負担無し
で復旧している。
・農業用施設災害は、補
助要項のとおり実施

・農地災害は、最大工事
費の２０％個人負担。
補助率増高により変動す
る。
・平成１４年度事業は、農
地災害４箇所で３，９５８千
円。
ただし、二分の一工法等
により農地と施設が同一の
場所であるときは、農地分
についても町の負担とす
る。
・農業用施設災害復旧事
業
平成１４年度は、１２箇所
で２８，８５５千円。

・本町の災害における対
応は、職員が町中を巡回
し確認している。
また、町民、区長からの報
告により対応している。

・農地災害は、実施してい
ない。実施の際は、農地・
農業用施設災害復旧事
業要項による。
・平成１４年度の農業用施
設災害復旧事業（国６
５％、町３５％）
　４箇所で１０，３８１千円。
受益者負担はなし。
　
本町の災害における対応
は、職員が町中を巡回し
確認している。
また、町民、区長からの報
告により対応している。



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

鹿島堰水利地益税
・税率（額）：４４０
円／１０a当

仮屋排水機関場費分担
金
・分担金の額：４９０円／１
０a当

鹿島堰水利地益税
・税率（額）：２００
円／１０a当

志波姫町水利地益税
　　（全域）
・税率（額）：６００
円／１０a当

迫町外３町組合水利地
益税
・税率（額）：５０円
／１０a当

田袋排水機関場費分担
金
・分担金の額：１６０円／１
０a当

玉沢土地改良水利地益
税
・税率（額）：
ア　用排水及び用水の
みを機場に依存する区
域　３，０００円／１
０a当
イ　排水のみ機場に依
存する区域　２，００
０円／１０a当
ウ　排水対策特別事業
により新たに受益地と
なる区域　１，０００
円／１０ 当

敷味排水機関場費分担
金
・分担金の額：５２０円／１
０a当

照越排水機関場費分担
金
・分担金の額：２，０００円
／１０a当

専門部会名　産業部会　　分科会　農村整備分科会　№-6

６．分担金・水利地益税

参　　　　考　　　　事　　　　項

項　　　　目　　　　名



協議第４３号 
 

環境衛生関係事業について 
 
 環境衛生関係事業について、次のとおり提案する。 
 

平成１６年 １月１５日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

環境衛生関係事業について 
 

１ 環境基本計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 

２ 一斉清掃については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整する

ものとする。 

３ ごみ集積所設置補助については、若柳町の例により新市において調整する

ものとする。 

４ 公衆衛生組合等については、当分の間現行のとおりとし、新市において調

整するものとする。 

５ 一般廃棄物の収集、運搬、処分については、当分の間現行のとおりとし、

新市において調整するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日確認 



関　　係　　項　　目

　１　環境基本計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

　２　一斉清掃については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整するものとする。

　３　ごみ集積所設置補助については、若柳町の例により新市において調整するものとする。

　４　公衆衛生組合等については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整するものとする。

　５　一般廃棄物の収集、運搬、処分については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整するものとする。

　

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

１　環境基本計画 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし １．計画策定状況 該当なし 該当なし 該当なし

　  平成１５年度内策定完了予定

１．実施状況 １．実施状況 １．実施状況 １．実施状況 １．実施状況 １．実施状況 １．実施状況 １実施状況 １．実施状況 １．実施状況

　　年２回 　　年３回 　　年2回 　　年１回 　　年１回 　　年２回 　　年１回 　　年１回 　　年２回 　　年１回

　・「クリーンアップつきだて運動」春・  　・「町内一斉清掃」（６月）  　・「町内一斉清掃」（４月、９月） 　・環境月間に伴う町内一斉清掃 　・一迫町健康まつりに伴う町内一斉 　道路愛護作業（５月・９月） 　・町内一斉清掃（４月） 　・「環境月間」（５月） 　・町内一斉清掃（３月・７月） 　・河川清掃

　　　秋の一斉大掃除（４月、９月） 　 ・「空き缶・空きビン等散乱ごみ清 　　側溝汚泥処理、空缶等ごみ拾い 　　（６月） 　清掃（６月）

　　　掃」（１０月・３月） 　（クリーン作戦）

　

２．実施内容・方法・体制等 ２．実施内容・方法・体制等 ２．実施内容・方法・体制等 ２．実施内容・方法・体制等 ２．実施内容・方法・体制等 ２．実施内容・方法・体制等 ２．実施内容・方法・体制等 ２．実施内容・方法・体制等 ２．実施内容・方法・体制等 ２．実施内容・方法・体制等

　・衛生組合単位で美化活動を実施 　・各行政区で、美化活動を実施。 　・各行政区で、美化活動を実施。 　・町内19衛生組合が一斉に清掃 　・町内４２公衆衛生組合毎に美化 　・各行政区で活動を実施、各区長に 　・毎年４月に、町内全行政区にお 　・各行政区で美化活動を実施、各 　・毎年３月・７月の第３日曜日 　・団体による河川の清掃活動の実

　　単位衛生組合長に依頼 　　各区長並びに衛生組合長に依頼 　　各区長並びに衛生組合長に依頼 　　活動を実施　〔ごみ拾い、草刈〕 　　活動を実施 　　依頼（瀬峰町道路愛護協会と瀬峰 　　いて一斉清掃を実施 　　区長に依頼 　　いて一斉清掃を実施 　　施

　・組合員による道路、河川の清掃 　・団体による道路や河川等の清掃 　　（町公衆衛生組合連合会共催） 　　（町・公衛連共催事業） 　単位衛生組合長に依頼 　　町公衆衛生組合連合会共催） 　　実施にあたっては公衆衛生組合

　　活動実施 　　長に依頼

１．助成対象 １．助成対象 該当なし 該当なし 該当なし １．助成対象 該当なし 該当なし １．助成対象 該当なし

　一般廃棄物集積所設置にかかった 　ごみの収集場所（ステーション）の新 　ごみの収集場所（ステーション）の増 　ごみ集積所（ステーション）の

　経費を地区衛生組合単位で助成 　設にかかった費用の一部を助成 　設や移設にかかった費用を、地区単 　新設の場合

　位で助成

２．助成方法 ２．助成方法及び給付方法 ２．助成方法及び給付方法 ２．助成方法及び給付方法

　地区衛生組合長に申請書を提出し 　１）区長並びに衛生組合長に申請書 　１）区長に申請書を提出してもらう。 　１）集積所利用者の代表及び衛生組

　てもらう 　　　を提出してもらう。     　（その際、かかった費用がわかる 　　合長の連名で申請書を提出しても

    　（かかった費用がわかる請求書を 　　　領収書等を添付） 　　らう。（その際、費用がわかる見積

　　　添付） 　２）給付は口座振替 　　書を添付）

　２）給付は窓口払 　２）給付は窓口払・口座振替どちらで

　　も可

３．助成金額 ３．助成金額 ３．助成金額 ３．助成金額

　費用の１／３（上限５０，０００円） 　費用の２／３　（上限２００,０００円） 　　補助対象基本額の１／３補助 　　費用の１／２（上限２００，０００円）

　 　　（上限なし）

築館町公衆衛生組合連合会 若柳町公衆衛生組合連合会 栗駒町公衆衛生組合連合会 高清水町公衆衛生組合連合会 一迫町公衆衛生組合連合会 瀬峰町公衆衛生組合連合会 鶯沢町公衆衛生組合連合会 金成町公衆衛生組合連合会 志波姫町衛生組合連合会 花山村公衆衛生組合連合会

　・単位組合数：４５組合 　・単位組合数：４０組合 　・単位組合数：５１組合 　・単位組合数：１９組合 　・単位組合数：４２組合 　・単位組合数：２９組合 　・単位組合数：２１組合 　・単位組合数：２５組合 　・単位組合数：１７組合 　・単位組合数：１４組合

１．収集体制 １．収集体制 １．収集体制 １．収集体制 １．収集体制 １．収集体制 １．収集体制 １．収集体制 １．収集体制 １．収集体制

　・委託 　・委託 　・委託 　・委託(収集車輌貸与) 　・委託 　・委託 　・委託 　・委託 　・委託（パッカー車貸与） 　・委託

２．収集方式 ２．収集方式 ２．収集方式 ２．収集方式 ２．収集方式 ２．収集方式 ２．収集方式 ２．収集方式 ２．収集方式 ２．収集方式

　・ごみステーション　３６９カ所 　・ごみステーション　１８１カ所 　・ごみステーション　１８９カ所 　・ごみステーション　６６カ所 　・可燃・不燃ごみステーション 　・ごみステーション　８０カ所 　・ごみステーション　８９カ所 　・ごみステーション　１６７カ所 　・ごみステーション　１１０カ所 　・ごみステーション　８４カ所

　　うち資源ごみ収集ステーション 　　２１８カ所 　　うち資源ごみ収集ステーション

　　５１ヵ所 　　資源ごみステーション１６６カ所 　　３２カ所

３．収集回数 ３．収集回数 ３．収集回数 ３．収集回数 ３．収集回数 ３．収集回数 ３．収集回数 ３．収集回数 ３．収集回数 ３．収集回数

　・可燃ごみ:週１～２回 　・可燃ごみ：週１～２回 　・可燃ごみ:週１～３回 　・可燃ごみ：週２回 　・可燃ごみ、不燃ごみ：週１～２回 　・可燃ごみ、資源ごみ：週２回 　・可燃ごみ：週1～２回 　・可燃ごみ：週２回 　・可燃ごみ：週３回 　・可燃ごみ：週２回

　・不燃ごみ:月１回～２回 　・不燃ごみ：月１～３回 　・不燃ごみ:月１回～５回 　・不燃ごみ：１回/２週 　・資源ごみ：月１回 　・不燃ごみ、資源ごみ：月１回 　・不燃ごみ：月１回 　・不燃ごみ：月１回 　・不燃ごみ：月１回 　・不燃ごみ：１回/２週

　・資源ごみ:月３回・可燃ごみ 　・資源ごみ：月２回 　・資源ごみ:月２回 　・資源ごみ：１回/２週 　・粗大ごみ：年２回町の委託業者に 　・資源ごみ：月１回 　・資源ごみ：月１回 　・資源ごみ：月１回 　・資源ごみ：月１回 　・資源ごみ:月３回

　・粗大ごみ:許可業者で随時 　・粗大ごみ：年１回町の委託業者に 　・粗大ごみ：栗駒町公衆衛生組合 　・粗大ごみ：許可業者で随時 　　よる申込み制の回収 　・粗大ごみ：許可業者で随時 　・粗大ごみ：なし 　・粗大ごみ：なし 　・粗大ごみ：なし 　・粗大ごみ：年３回

　　よる申込み制の回収 　　連合会で実施（年７回）

　　運搬、処分

４　公衆衛生組合等

５　一般廃棄物の収集

３　ごみ集積所設置
　　補助

栗原地域合併協議会の調整方針
専門部会名（住民部会）　　分科会（環境分科会）　№-1

協　　定　　項　　目

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

協　議　項　目

　環境衛生関係事業

調整方針・調整内容

２　一斉清掃



専門部会名（住民部会）　　分科会（環境分科会）　№-2

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

４．運搬・処理 ４．運搬・処理 ４．運搬・処理 ４．運搬・処理 ４．運搬・処理 ４．運搬・処理 ４．運搬・処理 ４．運搬・処理 ４．運搬・処理 ４．運搬・処理

　・収集運搬：委託（(有)高橋清掃） 　・収集運搬：委託（若柳清掃有限 　・収集運搬：委託（（有）栗駒清掃） 　・収集運搬：委託 　・収集運搬：委託 　・収集運搬：委託（高橋商会） 　・収集運搬：委託（菅原産業細倉 　・収集運搬：委託（金成清掃） 　・収集運搬：委託（仙北丸一総業） 　・収集運搬：委託（花山村地域振興

　　　　　　　　会社） 　　　可燃ごみ、不燃ごみ：千葉繁喜 　　　　　　　　運輸(株)） 　　　　　　　　公社・(有)高橋商店）

　　　資源ごみ：高橋商店

　　　粗大ごみ：高橋商店

　・最終処分：栗原クリーンセンター・ 　・最終処分：栗原クリーンセンター・ 　・最終処分：栗原クリーンセンター・ 　・最終処分：栗原クリーンセンター・ 　・最終処分：栗原クリーンセンター・ 　・最終処分：栗原クリーンセンター・ 　・最終処分：栗原クリーンセンター・ 　・最終処分：栗原クリーンセンター・ 　・最終処分：栗原クリーンセンター・ 　・最終処分：栗原クリーンセンター・

　　　　　　　　最終処分場 　　　　　　　　最終処分場 　　　　　　　　最終処分場 　　　　　　　　最終処分場 　　　　　　　　最終処分場 　　　　　　　　最終処分場 　　　　　　　　最終処分場 　　　　　　　　最終処分場 　　　　　　　　最終処分場 　　　　　　　　最終処分場

５．資源ごみの処理方法 ５．資源ごみの処理方法 ５．資源ごみの処理方法 ５．資源ごみの処理方法 ５．資源ごみの処理方法 ５．資源ごみの処理方法 ５．資源ごみの処理方法 ５．資源ごみの処理方法 ５．資源ごみの処理方法 ５．資源ごみの処理方法

　・ペットボトル：栗原リサイクル事業協 　・ペットボトル：栗原リサイクル事業協 　・ペットボトル：栗原リサイクル事業協 　・ペットボトル：栗原リサイクル事業協 　・ペットボトル：栗原リサイクル事業協 　・ペットボトル：栗原リサイクル事業協 　・ペットボトル：栗原リサイクル事業協 　・ペットボトル：栗原リサイクル事業協 　・栗原リサイクル事業協同組合 　・ペットボトル：栗原リサイクル事業協

　　同組合で保管、日本容器包装リサ 　　同組合で保管、日本容器包装リサ 　　同組合で保管、日本容器包装リサ 　　同組合で保管、日本容器包装リサ 　　同組合で保管、日本容器包装リサ 　　同組合で保管、日本容器包装リサ 　　同組合で保管、日本容器包装リサ 　　同組合で保管、日本容器包装リサ 　・県北リサイクル事業協同組合 　　同組合で保管、日本容器包装リサ

　　イクル協会で処理 　　イクル協会で処理 　　イクル協会で処理 　　イクル協会で処理 　　イクル協会で処理 　　イクル協会で処理 　　イクル協会で処理 　　イクル協会で処理 　・仙北丸一総業 　　イクル協会で処理

　・ペットボトル以外：栗原リサイクル事 　・ペットボトル以外：栗原リサイクル事 　・ペットボトル以外：栗原リサイクル事 　・ペットボトル以外：栗原リサイクル事 　・ペットボトル以外：栗原リサイクル事 　・ペットボトル以外：栗原リサイクル事 　・ペットボトル以外：栗原リサイクル事 　・ペットボトル以外：栗原リサイクル事 　・ペットボトル以外：栗原リサイクル事

　　業協同組合で処理 　　業協同組合で処理 　　業協同組合で処理 　　業協同組合で処理 　　業協同組合で処理 　　業協同組合で処理 　　業協同組合で処理 　　業協同組合で処理 　　業協同組合で処理

協　議　項　目



協議第４４号 
 

その他の福祉事業について 
 
 その他の福祉事業について、次のとおり提案する。 
 

平成１６年 １月１５日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

その他の福祉事業について 
 
１ 乳幼児医療費助成事業については、若柳町の例により合併時までに調整

する。 
２ 心身障害者医療費助成事業については、築館町の例により合併時までに

調整する。 
３ 母子（父子）家庭医療助成事業については、築館町の例により合併時ま

でに調整する。 
４ 敬老会事業については、築館町の例により合併時までに調整する。 
５ 福祉バスの運行事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとす

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日確認 



関　　係　　項　　目

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村
１、助成対象者 １、助成対象者 １、助成対象者 １、助成対象者 １、助成対象者 １、助成対象者 １、助成対象者 １、助成対象者 １、助成対象者 １、助成対象者

　通院　０歳～満４歳に達する日の 　通院　０歳～満６歳に達する日以 　通院　０歳～満３歳に達する日の 　通院　０歳～満３歳に達する日の 　通院　０歳～満３歳に達する日の 　通院　０歳～満３歳に達する日の 　通院　０歳～満３歳に達する日の 　通院　０歳～満３歳に達する日の 　通院　０歳～満３歳に達する日の 　通院　０歳～満３歳に達する日の

　　　　　属する月の末日までの者 　　　　　後の年度末までの者 　　　　　属する月の末日までの者 　　　　　属する月の末日までの者 　　　　　属する月の末日までの者 　　　　　属する月の末日までの者 　　　　　属する月の末日までの者 　　　　　属する月の末日までの者 　　　　　属する月の末日までの者 　　　　　属する月の末日までの者

　入院　０歳～満６歳に達する日以 　入院　０歳～満６歳に達する日以 　入院　０歳～満６歳に達する日以 　入院　０歳～満１２歳に達する日 　入院　０歳～満６歳に達する日以 　入院　０歳～満６歳に達する日以 　入院　０歳～満６歳に達する日以 　入院　０歳～満６歳に達する日以 　入院　０歳～満６歳に達する日以 　入院　０歳～満６歳に達する日以

　　　　　後の年度末までの者 　　　　　後の年度末までの者 　　　　　後の年度末までの者 　　　　　以後の年度末までの者 　　　　　後の年度末までの者 　　　　　後の年度末までの者 　　　　　後の年度末までの者 　　　　　後の年度末までの者 　　　　　後の年度末までの者 　　　　　後の年度末までの者

２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象

　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分

　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費の1/2(町単独) 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費（町単独) 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く

３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績

　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象）

　 　対象者　　　　　382名 　 　対象者　　　　　611名 　 　対象者　　　　　534名 　 　対象者　　　　　220名 　 　対象者　　　　　343名 　 　対象者　　　　　296名 　 　対象者　　　　　178名 　 　対象者　　　　　348名 　 　対象者　　　　　324名 　 　対象者　　　 　　52名

　 　助成件数    　4,871件 　 　助成件数    　2,946件 　 　助成件数    　2,840件 　 　助成件数    　1,317件 　 　助成件数    　2,120件 　 　助成件数    　1,425件 　 　助成件数      　851件 　 　助成件数    　1,982件 　 　助成件数    　1,726件 　 　助成件数      　181件

　　 助成額　 11,292,509円 　　 助成額　　8,421,887円 　　 助成額　　7,030,016円 　　 助成額　　3,581,183円 　　 助成額　　5,789,845円 　　 助成額　　5,401,037円 　　 助成額　　2,249,721円 　　 助成額　　4,858,236円 　　 助成額　　4,192,518円 　　 助成額　  　457,561円

　（町単独　H15より実施） 　（町単独　H15より実施） 　（町単独） 　（町単独　10月から） 　（町単独　10月から）

    通院４歳 　  通院４～６歳 　  入院７～１２歳 　　入院時食事療養費助成 　　入院時食事療養費助成

　 　助成件数　       －件 　 　助成件数　       －件 　 　助成件数    　3件 　 　助成件数    　9件 　 　助成件数    　15件

　　 助成額　　　　　 －円 　　 助成額　　　　　 －円 　　 助成額　　42,840円 　　 助成額　　23,010円 　　 助成額　　29,640円

１、対象者 １、対象者 １、対象者 １、対象者 １、対象者 １、対象者 １、対象者 １、対象者 １、対象者 １、対象者

　・特別児童扶養手当１級該当者 　・特別児童扶養手当１級該当者 　・特別児童扶養手当１級該当者 　・特別児童扶養手当１級該当者 　・特別児童扶養手当１級該当者 　・特別児童扶養手当１級該当者 　・特別児童扶養手当１級該当者 　・特別児童扶養手当１級該当者 　・特別児童扶養手当１級該当者 　・特別児童扶養手当１級該当者

　・療育手帳A所持者、療育手帳B
　所持者のうち職親に委託されて
　いる者

　・療育手帳A所持者、療育手帳B
　所持者のうち職親に委託されて
　いる者

　・療育手帳A所持者、療育手帳B
　所持者のうち職親に委託されて
　いる者

　・療育手帳A所持者、療育手帳B
　所持者のうち職親に委託されて
　いる者

　・療育手帳A所持者、療育手帳B
　所持者のうち職親に委託されて
　いる者

　・療育手帳A所持者、療育手帳B
　所持者のうち職親に委託されて
　いる者

　・療育手帳A所持者、療育手帳B
　所持者のうち職親に委託されて
　いる者

　・療育手帳A所持者、療育手帳B
　所持者のうち職親に委託されて
　いる者

　・療育手帳A所持者、療育手帳B
　所持者のうち職親に委託されて
　いる者

　・療育手帳A所持者、療育手帳B
　所持者のうち職親に委託されて
　いる者

　・身体障害者手帳1、2級所持者
　及び3級の内部障害者

　・身体障害者手帳1、2級所持者
　及び3級の内部障害者

　・身体障害者手帳1、2級所持者
　及び3級の内部障害者

　・身体障害者手帳1、2級所持者
　及び3級の内部障害者

　・身体障害者手帳1、2級所持者
　及び3級の内部障害者

　・身体障害者手帳1、2級所持者
　及び3級の内部障害者

　・身体障害者手帳1、2級所持者
　及び3級の内部障害者

　・身体障害者手帳1、2級所持者
　及び3級の内部障害者

　・身体障害者手帳1、2級所持者
　及び3級の内部障害者

　・身体障害者手帳1、2級所持者
　及び3級の内部障害者

　・障害基礎年金の受給者で、1級
に該当する者

２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象

　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分

　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費の1／2(町単独) 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費（町単独) 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く

３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績

　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象）

　　　　対象者　　 　　     　290名 　　　　対象者　　　　　　　  311名 　　　　対象者　　  　　    　359名 　　　　対象者　　 　　     　115名 　　　　対象者　　      　   189名 　　　　対象者　　　　　　 188  名 　　　　対象者　　　　      　 56名 　　　　対象者　　  　　    　186名 　　　　対象者　　   　　   　165名 　　　　対象者　　　３４名

　　　　助成件数　　　　 4,689件 　　　　助成件数　　　　 4,554件 　　　　助成件数　　　　 4,165件 　　　　助成件数　　　 　 1,255件 　　　　助成件数　　     2,600件 　　　　助成件数　　　　  1,630件 　　　　助成件数　　　　   858件 　　　　助成件数　　　　 2,586件 　　　　助成件数　　　　 1,891件 　　　　助成件数　　　　   362件

　　　　助成額　　　21,987,564円 　　　　助成額　　　17,468,742円 　　　　助成額　　　25,697,227円 　　　　助成額　　　 6,702,114円 　　　　助成額　　　 1,3743,624円 　　　　助成額　　　 7,650,984円 　　　　助成額　　　 3,931,459円 　　　　助成額　　　12,208,438円 　　　　助成額　　　11,300,902円 　　　　助成額　　　 2,340,198円

　（町単独　10月から） 　（町単独） 　（町単独　10月から）

　　入院時食事療養費助成 　　　障害基礎年金の1級該当者 　　入院時食事療養費助成

　　　　対象者　　　　　 　　18  名

　　　　助成件数　　         50件 　　　　助成件数　　      　１９６件 　　　　助成件数　　     　　64件

　　　　助成金額     　525,135円 　　　　助成金額      3,595,199円 　　　　助成金額     　977,940円

１、対象者：母子家庭・父子家庭・
　　　　　　　両親のいない子

１、対象者：母子家庭・父子家庭・
　　　　　　　両親のいない子

１、対象者：母子家庭・父子家庭・
　　　　　　　両親のいない子

１、対象者：母子家庭・父子家庭・
　　　　　　　両親のいない子

１、対象者：母子家庭・父子家庭・
　　　　　　　両親のいない子

１、対象者：母子家庭・父子家庭・
　　　　　　　両親のいない子

１、対象者：母子家庭・父子家庭・
　　　　　　　両親のいない子

１、対象者：母子家庭・父子家庭・
　　　　　　　両親のいない子

１、対象者：母子家庭・父子家庭・
　　　　　　　両親のいない子

１、対象者：母子家庭・父子家庭・
　　　　　　　両親のいない子

２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象 ２、助成対象

　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分 　・医療費自己負担分

　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費の1／2(町単独) 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費（町単独) 　・入院時食事療養費を除く 　・入院時食事療養費を除く

３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績 ３、H14実績

　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象） 　（県補助対象）

　　　　対象者　　　245名 　　　　対象者　　　233名 　　　　対象者　　　125名 　　　　対象者　　　63名 　　　　対象者　　　107名 　　　　対象者　　　99名 　　　　対象者　　　72名 　　　　対象者　　　106名 　　　　対象者　　　110名 　　　　対象者　　　21名

　 　助成件数    　1,310件 　 　助成件数 　   　638件 　 　助成件数 　   　454件 　 　助成件数 　   　227件 　 　助成件数 　   　251件 　 　助成件数 　   　303件 　 　助成件数 　   　252件 　 　助成件数 　   　354件 　 　助成件数 　   　314件 　 　助成件数  　   　37件

　　 助成額　　3,317,460円 　　 助成額　　1,935,000円 　　 助成額　　1,353,602円 　　 助成額  　　907,957円 　　 助成額　  　977,000円 　　 助成額  　　917,821円 　　 助成額  　　587,211円 　　 助成額  　　749,161円 　　 助成額  　　583,948円 　　 助成額   　　90,344円

　（町単独　10月から） 　（町単独　10月から）

　　入院時食事療養費助成 　　入院時食事療養費助成

　　　　助成件数　　 　　　    1件 　 　助成件数　　　　  0件

　　　　助成金額 　    　2,340 円 　　 助成額　　　　　  0円

栗原地域合併協議会の調整方針
専門部会名（　　保健福祉　部会）　　分科会（　　福祉　　　分科会）　№-1

協　　定　　項　　目 その他の福祉事業

調整方針・調整内容 　３　母子（父子）家庭医療助成事業については、築館町の例により合併時までに調整する。

　４　敬老会事業については、築館町の例により合併時までに調整する。

　５　福祉バスの運行事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

　１　乳幼児医療費助成事業については、若柳町の例により合併時までに調整する。

　２　心身障害者医療費助成事業については、築館町の例により合併時までに調整する。

３　母子（父子）家
　　庭医療費助成
　　事業

１　乳幼児医療費
　　助成事業

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項
協　議　項　目

２心身障害者医療費
　助成事業



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村
1、対象：75歳以上 1、対象：数え年77歳以上 1、対象：77歳以上の高齢者 1、対象：75歳以上 1、対象：75歳以上 1、対象：75歳以上 1、対象：75歳以上 1、対象：75歳以上 1、対象：75歳以上 1、対象：72歳以上(14年度)

2、記念品：75歳以上、90歳者 2、記念品：数え年77・88
　　　　　　　・100歳以上

2、記念品：７７歳以上　全員 2、記念品：７５歳以上全員 2、記念品：75以上・80・90
　　　　　　　･91歳以上

2、記念品：77・88・90歳以上 2、記念品：77・79・89・89歳以
　　　　　　　上

2、記念品 2、記念品：招待者全員、親子
　　　　　　　健在、夫婦健在

2、記念品：75・80・90歳以上
　　　　　　　・最高齢者

　　　75歳以上全員　800円相当

　　　90歳　　　　　　 5,000円

　　　91歳以上全員　5,000円

3、敬老祝い金 3、敬老祝い金 3、敬老祝い金 3、敬老祝い金 3、敬老祝い金 3、敬老祝い金 3、敬老祝い金 3、敬老祝い金 3、敬老祝い金 3、敬老祝い金

      80歳～87歳以上 3,000円 　　 75歳以上80歳未満3,000円 　　　　77歳　　　　　　10,000円       77歳   　　　　　   10,000円      77歳　　　　　　　　10,000円

　　　88歳：　　　　　　10,000円       　 88歳以上       3,000円 　敬老祝い金：88歳　　5,000円    　  80歳～89歳　　　 5,000円        80歳以上　　　　 3,000円       88歳以上            5,000円 　　 80歳以上　　　　　5,000円 　　　　88歳　　　　　　30,000円 　　　88歳    　　　　　 20,000円      80歳以上　  　　　　3,000円

　　　90歳以上：　　 　5,000円 (H15実績　340,000円) 　　　90歳～99歳　　　10,000円 　　　90歳～94歳　　　10,000円 　　 88歳　　　　　　　　30,000円

      98～99歳　　　 100,000円 　　　　99歳　　　　　　50,000円 　　　95歳～99歳　　　50,000円

　　　100歳：　　　　 500,000円
　　特別敬老祝金
　　　   100歳　　     200,000円 　特別敬老祝い金：

　　　100歳特別敬老祝金
　　　　　　　　　　 　1,000,000円

　　特別敬老祝金
  　　　100歳　　　1,000,000円

　特別敬老祝金
      100歳    　　　　 300,000円

　　特別敬老祝金
     100歳     　 　1,000,000円 　　　１００歳　　　　1,000,000円 　　　100歳以上　　  100,000円      100歳　　　　　 1,000,000円

　　　101歳以上：　　 20,000円 　（介護者100,000円
　　本人100,000円）

100歳以上200,000円    　 100歳以上　　　 50,000円       100歳以上            祝品 　　　(老人福祉施設入所者
　　　　　　　　　　　　10,000円）

　　 101歳以上　　　　50,000円

　※平成16年1月1日より施行 但し95歳以上で平成14年度に
100,000円を支給されたものは
経過措置としてそのまま支給）

なし なし なし なし なし なし なし 町単事業
１、運行日：火、金
２、利用料：無料
３、運営　：町
　　運転業務は金成町地域振興公
　　社へ委託
４、H14委託料：　891,000円
５、H14利用実績：　2,504人

なし 町単事業
１、運行日：火、水
２、利用料：無料
３、運営　：町
　　　　　　運転業務は花山村地域
　　　　　　振興公社へ委託
４、H14委託料：2,092,104円
５、H14利用実績：　2,824　人

５　福祉バス運行事業

４　敬老会事業
協　議　項　目

専門部会名（　　保健福祉　部会）　　分科会（　　福祉　　　分科会）　№-2



協議第４５号 
 

社会教育事業について 
 
社会教育事業について、次のとおり提案する。 

 
平成１６年 １月１５日 

 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

社会教育事業について 

 
１ 社会教育団体等の育成については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市に

おいて調整するものとする。 
２ 文化芸術事業については、新市において調整するものとする。 
３ 成人式の開催日については、成人の日の前日の日曜日とし、その他内容に

ついては新市において調整するものとする。 
４ 公民館、地区公民館事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、休館

日･開館時間については新市において調整するものとする。 
５ 図書館･図書室の運営については、現行のとおり新市に引き継ぐものとす

る。 
６ 社会体育事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
７ 社会体育施設の運営については、現行のとおり新市に引き継ぎ、休館日、

開館時間については、新市において調整するものとする。 
８ 学校施設開放については、現行のとおりとし、開放時間等については新市

において調整するものとする。 
９ 入館料、観覧料については、合併時までに調整する。 

 
 

平成  年  月  日確認 



関　　係　　項　　目

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

青年団体 築館町連合青年団 若柳町連合青年団 栗駒町連合青年団 該当なし 一迫、長崎、金田地区青年会（団） 該当なし 鶯沢町青年団 該当なし 志波姫町青年会 花山村青年会

補助金：なし 補助金：４５，０００円 補助金：９６，０００円 補助金：なし 補助金：１００，０００円 補助金：９０，０００円 補助金：４５，０００円

事務局：団体 事務局：団体 事務局： 団体 事務局：団体 事務局：団体 事務局：団体 事務局：団体

一迫町青年団体連絡協議会

補助金：なし

事務局：団体

ＰＴＡ連合会 築館町PTA連絡協議会 若柳町ＰＴＡ連合会 栗駒町ＰＴＡ連合会 該当なし 一迫町立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 該当なし 鶯沢町３校PTA連絡協議会 金成町ＰＴＡ連絡協議会 該当なし 該当なし

補助金：なし 補助金：２０，０００円 補助金：なし 補助金：青少年健全育成町民会議 補助金：なし 補助金：０円

事務局：築館中学校内 事務局：団体 事務局：団体 　　　　　から５０，０００円 事務局：団体 事務局：会長所属のPTA事務局

事務局：団体

一迫高等学校ＰＴＡ・教育振興会 鶯沢町高等学校PTA連絡協議会

連絡協議会 補助金：なし

補助金：なし 事務局：団体

事務局：団体

婦人会 築館町婦人会 若柳町連合婦人会 栗駒町連合婦人会 高清水町婦人会 一迫町連合婦人会 瀬峰町婦人の会 鶯沢町婦人会 金成町連合婦人会 志波姫町婦人会 花山村婦人会

補助金：６４，０００円 補助金：９０，０００円 補助金：１７０，０００円 補助金： 80,000円 補助金：５４，０００円 補助金：８７，０００円 補助金：３００，０００円 補助金：80，000円 補助金：３００，０００円 補助金：５４，０００円

事務局：団体 事務局：団体 事務局：団体 事務局:：団体 事務局：団体 事務局：団体 事務局：団体 事務局：団体 事務局：町（教育課） 事務局：団体

築館町生活学校 一迫町四地区婦人会

補助金：４０，０００円 補助金：なし

事務局：団体 事務局：団体

子ども会育成会 築館町子ども会育成会 若柳町子ども会育成連合会 栗駒町子ども会育成会 高清水町子ども会 一迫町子ども会育成親の会連合会 瀬峰町子ども会育成会 鶯沢町子ども会育成会 金成町子ども会育成会 該当なし 花山村子ども会育成会

補助金：なし 補助金：９０，０００円 補助金：なし 補助金：２２０，０００円 補助金：青少年健全育成町民会議 補助金：9１，０００円 補助金：１００，０００円 補助金：４８，０００円 補助金：４５，０００円

事務局：教育委員会 事務局：教育委員会 事務局：教育委員会 事務局：教育委員会 　　　　　　から１７０，０００円 事務局：教育委員会 事務局：教育委員会 事務局：教育委員会 事務局：教育委員会

事務局：教育委員会

芸術文化協会 築館町文化芸術協会 若柳町芸術協会 栗駒町芸術文化協会 高清水町芸術文化協会 一迫町文化協会 瀬峰町文化協会 鶯沢町町芸術文化協会 金成町芸術文化協会 志波姫町芸術文化協会 該当なし

補助金：１０８，０００円 補助金：なし 補助金：３００，０００円 補助金：１５２，０００円 補助金：２７０，０００円 補助金：１４４，０００円（協会） 補助金：４３６，０００円 補助金：８０，０００円 補助金：２５０，０００円

事務局：公民館 事務局：町（教育委員会） 事務局：団体 事務局：団体 事務局：団体          ：３６１，５００円（文化祭助成金） 事務局：団体 事務局：団体 事務局：町

事務局：団体・町

体育協会 築館町体育協会 若柳町体育協会 栗駒町体育協会 高清水町体育協会 一迫町体育協会 瀬峰町体育協会 鶯沢町体育協会 金成町体育協会 志波姫町体育協会 花山村体育協会

補助金：８１０，０００円 補助金：９００，０００円 補助金：１，１７０，０００円 補助金：　６７０，０００円 助成費：１，１３４，０００円 補助金：７２２，０００円 補助金：４３３，０００円 補助金：３００，０００円 補助金：５７６，０００円 補助金：１３５，０００円

事務局：団体 事務局：町 事務局：社会体育係 事務局：団体 事務局：団体 事務局：団体・町 事務局：町 事務局：町 事務局：町（教育課） 事務局：公民館

スポーツ少年団 築館町スポーツ少年団本部 若柳町スポーツ少年団本部 栗駒町ｽﾎﾟｰﾂ少年団本部 高清水町スポーツ少年団 一迫町スポーツ少年団本部 瀬峰町スポーツ少年団 名称鶯沢町スポーツ少年団 名称：金成町スポーツ少年団 名称：志波姫町スポーツ少年団 名称：花山スポーツ少年団

補助金：２４０，０００円 補助金：４００，０００円 補助金；なし 補助金：１２０，０００円 補助金：一迫町体育協会から 補助金：なし 補助金：２５０，０００円 補助金：１００，０００円 補助金：３２０，０００円 補助金：４０，０００円

事務局：町 事務局：町 事務局：町 事務局：団体 　　　　　　318,000円 事務局：町 事務局：町 事務局：町 事務局：町 　　　　　（体育協会より）

事務局：町 事務局：村

２　文化芸術事業 事業計画（ホール棟） ・町民文化祭 ・ふれあいフェスティバル ・高清水町生涯学習祭 ・一迫町文化講演会 ・瀬峰町民文化祭（展示発表） ・町民文化祭 ・町民文化祭 ・町民文化祭 ・花山村合同文化祭

　・演劇鑑賞事業 ・芸能祭 ・芸能発表会 ・作品展示会 ・一迫町総合文化祭 ・瀬峰町民文化祭（ステージ発表） ・芸能発表会 ・神楽鑑賞会 ・神楽鑑賞会（町芸文主催） ・文化講演会

　・音楽鑑賞事業 ・書き初め会・書き初め展 ・高清水町神楽保存会発表会 ・一迫町芸能文化祭 ・囲碁・将棋大会 ・けやきギャラリー ・町民芸能祭（町芸文主催） ・囲碁将棋大会

　・伝統芸能鑑賞事業 ・若柳総合文化センター主催事業 ・さつき盆栽祭 ・けやきステージ ・古美術展示会（芸文主催） ・芸術鑑賞会

　・芸術銀河主催、共催事業 　演劇鑑賞事業 ・菊盆栽祭 ・囲碁将棋大会（芸文主催） ・青少年劇場小公演

　・幼、小、中学校芸術鑑賞会 　音楽鑑賞事業 ・梅盆栽祭 ・くりこま高原菊花展

　・その他鑑賞事業 　文化講演会

　小中学校芸術鑑賞支援事業

展示事業（交流棟） 　わかやなぎ音楽祭

　・河北美術展栗原展 　ダンスフェスティバル

　・栗原郡絵画小品展「みてけらいん 　バンドフェスティバル

　　美術展」 　春の祭典

　・栗原工芸展 　文化創造祭典事業（よさこい踊り）

　・宮城水彩展栗原展

　・宮城県芸術祭「栗原展」

　・栗原郡美術展

  ･栗原郡書道展

  ・みちのく神楽大会

　・町文化芸術祭

　社会教育事業

  　調整するものとする。

協　議　項　目

１　社会教育団体等

　９　入館料、観覧料については、合併時までに調整する。

栗原地域合併協議会の調整方針

調整方針・調整内容

　３　成人式の開催日については、成人の日の前日の日曜日とし、その他内容については新市において調整するものと

　　する。

　４　公民館、地区公民館事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、休館日･開館時間については新市において

　５　図書館･図書室の運営については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

専門部会名（社会教育部会）　　分科会（社会教育分科会）　№-1

　８　学校施設開放については、現行のとおりとし、開放時間等については新市において調整するものとする。

協　　定　　項　　目

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

　６　社会体育事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

　１　社会教育団体等の育成については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。

　２　文化芸術事業については、新市において調整するものとする。

　7　社会体育施設の運営については、現行のとおり新市に引き継ぎ、休館日、開館時間については、新市において調整

　　するものとする。

1



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

３　成人式 日時：１月、成人の日の前日の日曜日 日時：１月、成人の日の前日の日曜日 日時：１月、成人の日の前日の日曜日 日時：１月、成人の日の前日の日曜日 日時：８月１４日 日時：１月、成人の日前日の日曜日 日時：１月、成人の日前日の日曜日 日時：１月、成人の日の前日の日曜日 日時：１月、成人の日前日の日曜日 日時：1月、成人の日の前日の日曜日

場所：栗原文化会館 場所：総合文化センター（ドリパル） 場所：栗駒町伝創館 場所：高清水町公民館大ホール 場所：一迫町活性化センター 場所：瀬峰町公民館ホール 場所：鶯沢町振興センターホール 場所：金成町けやき会館 場所：この花さくや姫プラザ 場所：石楠花センター

参加者：１８４人（該当者２５２人） 参加者：２５０人（該当者３１０人） 参加者：１８３人（該当者２０８人） 参加者：６２人（該当者８０人） 参加者：１２４人（該当者１５７人） 参加者：７６人（該当者９２人） 参加者：３３人（該当者４１人） 参加者：１０９人（該当者１２０人） 参加者：１０７人（該当者１２５人） 参加者：１８（該当者２２人）

４　社会教育施設 公民館（栗原文化会館内） 中央公民館 栗駒町公民館 高清水町公民館 一迫町中央公民館 瀬峰町公民館 鶯沢町公民館 金成町生涯学習センター 志波姫町公民館 花山村公民館

開館時間：午前９時～午後１０時 畑岡公民館 開館時間：午前９時～午後１０時 開館時間：午前９時～午後１０時 開館時間：午前９時～午後９時３０分 開館時間：月曜日～金曜日 開館時間：午前９時～午後１０時 開館時間：午前９時～午後１０時 開館時間：午前９時～午後９時 開館時間：午前８時３０分～午後９時

休館日：月曜日、及び1月1日～1月 有賀公民館 休館日：１２月２８日～翌年１月４日、 休館日：年末年始 休館日：なし 　　　午前８時３０分～午後１０時 休館日：１２月２８日～翌年１月３日、 　　図書室　火～金曜日 休館日：１２月２８日～翌年１月３日 　　　　　　　３０分

　　　　　４日、１２月２８日～１２月３１ 大岡公民館 　　　　　月曜日、国民の祝日 　　　（図書室は午後５時１５分まで） 　　　　　毎月第３月曜日、国民の祝日 　　　　　　午前１０時～午後７時 休館日：年末年始

　　　　　日 開館時間：午前９時～午後10 時 金田公民館 　　　　　　土日、祝日 　　　　　　　土・日・祝日

　　　　　※月曜日が祝日の場合は翌 休館日：１２月２９日～翌年１月３日 （一迫町農村環境改善センター） 　　　午前８時３０分～午後６時 細倉分館 　　　　　　午前１０時～午後５時

　　　　　　日(月曜日以後休日が連続 姫松公民館 　　　（図書室は午後１０時まで） 開館時間：午前９時～午後１０時 休館日：年末年始・毎週月曜日

　　　　　　する場合にあっては、当該 （一迫町農村婦人の家） 休館日：１２月２９日～翌年１月３日 休館日：１２月２８日～翌年１月３日、

            連続する休日の最後の日 長崎公民館 　　　　　毎月第３月曜日、国民の祝日 萩野公民館

　　　　　　の翌日) 開館時間：午前９時～午後９時３０分 瀬峰町農村環境改善センター 金成公民館

　　　　　※その他町長が必要と認め 　　　　但し夜間は使用時間のみ対応 （テアリホール） 北郷分館 沢辺公民館

　　　　　　る日 休館日：なし 開館時間：月曜日～金曜日 開館時間：午前９時～午後１０時 津久毛公民館

公民館分館３７地区 　　　午前８時３０分～午後１０時 休館日：１２月２８日～翌年１月３日、 開館時間：午前９時～午後１０時

　（内施設あり３３地区） 　　　　　　土日、祝日 　　　　　毎月第３月曜日、国民の祝日 休館日：１２月２９日～翌年１月３日

開館時間：地区ごとに使用規定あり 　　　午前８時３０分～午後６時

休館日：地区ごとに使用規定あり 休館日：１２月２９日～翌年１月３日

５　図書館運営 築館町立図書館 若柳町公民館図書室 栗駒町公民館図書室 高清水町生涯学習館図書室 一迫町中央公民館図書室 瀬峰町公民館図書室 鶯沢町公民館図書室 金成町生涯学習センター図書室 志波姫町公民館図書室 花山村石楠花センター図書室

開館時間：火～金曜日 開館時間：午前９時～午後７時 開館時間：午前９時～午後５時 開館時間：午前１０時～午後１０時 開館時間：午前９時～午後９時 開館時間：午前８時３０分～午後５時 開館時間：午前８時３０分～午後５時 開館時間：火～金曜日まで 開館時間：午前８時３０分～午後９時 開館時間：午前９時～午後５時

　　　　　　　　午前１０時～午後６時 休館日：年始年末（１２月２９日～翌年 休館日：１２月２８日～翌年１月４日、 休館日：年始年末（１２月２９日～翌年 休館日：なし 　　　　　　　１５分 　　　　　　　１５分 　　　　　　　　午前１０時～午後７時 休館日：１２月２８日～翌年１月３日、 蔵書数：約５，０００冊

　　　　　　土・日曜日 　　　　　１月３日） 　　　　　祝日 　　　　　１月３日） 蔵書数：１２，１２４冊 休館日：年末年始（１２月２９日～１月 休館日：１２月２８日～翌年１月３日、 　            土～日曜日まで 蔵書数：約１２，０００冊

　　　　　　　　午前９時～午後５時 蔵書数：約１９，０００冊 蔵書数：約８，８００冊 蔵書数：約９，０００冊 　　　　　３日） 　　　　　毎月第３月曜日、国民の祝日                 午前９時３０分～午後５時

休館日：月曜日、国民の祝日（月曜日 蔵書数：６，５３５冊 蔵書数：８，８７３冊 蔵書数：２２，７２８冊

　　　　　にあたるときは、その翌日

　　　　　も）、年末年始（１２／２９～

　　　　　１／３）、特別整理期間

蔵書数：６９，４３４点

６　社会体育事業 ・栗原郡小・中・高等学校継走祭 ・春季親善中学校野球大会 ・郵便局長杯家庭バレーボール大会 ・町民ペタンク大会 ・地区レクリェション大会 ・五輪堂山マラソン大会 青葉家庭バレーボール大会 ・金成町レクリエーション大会 ・町民大運動会 ・春季親善野球大会

・築館町陸上競技ジュニア選手権 ・若柳町民大運動会 ・インディアカ大会 ・町民グランドゴルフ大会 ・あやめ祭り野球交流大会 ・町レクリェーション大会 バスケットボール大会 ・金成町グラウンドゴルフ大会 ・郡家庭婦人バレーボール志波姫大 ・村レク大会

　大会 ・若柳町民ペタンク・グラウンドゴルフ ・町民スポーツフェスティバル ・町民ソフトボール大会 ・あやめ祭りバレー交流大会 ・町民大運動会 ・ソフトテニス大会 ・金成町ニュースポーツ交流大会 　会 ・村民体育大会

・宮城県北・岩手県南高等学校陸 　大会 ・七夕杯ソフトバレーボール大会 ・町民登山 ・あやめ祭り剣道交流大会 ・町民登山教室 ・地区対抗球技大会 ・金成町野球選手権大会 ・秋季親善ソフトボール大会

　上競技選手権大会 ・宮城県少年野球若柳地区大会 ・地区町民運動会 ・町民ゴルフ大会 ・一迫町レクリェーション大会 ・町民スキー教室 ・少年野球大会 ・金成町ゲートボール大会 ・地区対抗家庭バレーボール大会

・町民大運動会 ・地区コミュニティー対抗ペタンク・グ ・ナイターソフトボール大会 ・町民ゲートボール大会 ・一迫町インディアカ大会 ・女子家庭バレーボール大会 ・金成町民体育祭 ・バドミントン大会

・町内小学校ホッケー交流大会 　ラウンドゴルフ大会 ・クリッピー杯家庭バレーボール大会 ・町民バレーボール選手権大会 ・町民体育大会 ・男子家庭バレーボール大会 ・津久毛地区合同ふれあい大運動会 ・スポーツ教室

・世代交流ゲートボール大会 ・若柳町民ゴルフ大会 ・ニュースポーツ交流大会 ・町民卓球大会 ・一迫町スーパーホッケー大会 ・町民スキー教室 ・津久毛地区レクリエーション大会

・県中学校・高等学校ホッケー選 ・町民歩け歩け大会 ・新春家庭バレーボール大会 ・ネイチャーウォク（町内遺跡探訪） ・築館・一迫小学校ホッケー交流 ・インドアソフトテニス大会 ・沢辺地区レクリエーション大会

　手権大会 ・秋季ゲートﾎﾞｰﾙ大会 ・スポーツ少年団親子交流大会 　大会 ・中学校女子バレーボール大会 ・沢辺地区公民大運動会

・築館薬師マラソン大会 ・地区コミュニティー対抗ソフトボール ・プール祭り ・スポーツ教室（10教室） ・春季家庭バレーボール大会 ・金成地区レクリエーション大会

・町内少年剣道大会 　大会 ・スポーツ教室 ・町民大運動会 ・金成地区町民大運動会

・築館・一迫小学生ホッケー交流 ・若柳町綱引選手権大会 ・萩野地区レクリエーション大会

　大会 ・地区コミュニティー対抗ボーリング大 ・萩野地区町民大運動会

・築館町レクリエーション大会 　会

・町内スポーツ少年団交流大会 ・若柳町少年剣道大会

・スポーツ教室 ・若柳町民卓球大会

　　水泳教室 ・新世紀・みやぎ国体卓球競技会開

　　ジュニアホッケー教室 　催記念

　　若柳町長旗争奪東北中学校卓球

　　大会

・シドニーオリンピック出場記念

　　ジュニアクロスカントリー若柳大会

・スポーツ教室

　（弓道・テニス）

協　議　項　目

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

専門部会名（社会教育部会）　　分科会（社会教育分科会）　№-2
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築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

７　社会体育施設 築館町総合運動公園体育館 若柳町総合体育館 栗駒町庭球場 高清水町民テニスコート 一迫町民柔剣道場 総合グラウンド 鶯沢町町民テニスコート 金成町健康広場(屋外） 志波姫町体育センター 草木コミュニティセンター

開館時間：9:00～21:00 開館時間：午前８時３０分～午後１０時 開館時間： 開館時間： 午前９時～午後５時 使用時間：午前９時～午後９時３０分 開館時間：午前９時～午後１０時 開館時間：午前９時～午後７時 使用時間：午前9時～午後5時 開館時間：午前９時～午後９時 開館時間：８：３０～２１：３０

休業日：月曜日、12月28日～1月4日 休業日：月曜日　祝日及び振替休日 休業日：月曜日及び祝日（休日）の翌 休業日：１２月１日～２月２８日 休館日：なし 休業日：１２月２９日～翌年１月３日 休業日：なし 休業日：月曜日（祝日に当たるときは
その

休業日：１２月２９日～翌年１月３日 休業日：特になし

管理体制：業者委託 　　　　　の場合はその翌日 　　　　　日、１２月２８日～翌年１月４日 管理体制：　生涯学習課で管理 管理体制：生涯学習課で管理 管理体制：瀬峰町シルバー人材セン 管理体制：教育委員会 　　　　　翌日）、及び1月～2月 管理体制：教育委員会の管理 管理体制：使用時代行員を雇用

　　　　　１２月２９日～翌年１月３日 管理体制：多目的総合運動公園の管 ※　屋外施設 　　　　　　　ターに管理委託 管理体制：民間に委託 屋内ホールあり

築館町勤労者体育センター 管理体制：平日…社会教育課職員 　　　　　　　理の中で実施 中央公園庭球場 鶯沢体育館

開館時間：9:00～21:00 　　　　　　　休日等…嘱託 高清水町民野球場 使用時間：午前８時３０分～午後９時 瀬峰町農林漁業者トレーニングセン 開館時間：午前９時～午後１０時 ゆうゆうグランド・わんぱく広場（屋外）

休業日：月曜日、12月28日～1月4日 栗駒町民武道館 開館時間：　午前９時～午後５時 休業日：１２月２８日～１月３日 ター 休館日：１２月２８日～翌年１月３日、 使用時間：午前９時～午後７時

管理体制：業者委託 有賀運動公園　テニスコート 開館時間： 休業日：１２月１日～３月３１日 管理体制：生涯学習課で管理 開館時間：午前９時～午後１０時 　　　　　月曜日、国民の祝日の翌日 休業日：12月29日～翌年1月3日

開館時間：午前８時～午後５時 休業日：月曜日及び祝日（休日）の翌 管理体制：　生涯学習課で管理 休業日：１２月２９日～翌年１月３日 管理体制：教育委員会 管理体制：生涯学習課

築館町総合運動公園プール 休業日：１月１日～２月２８日 　　　　　日、１２月２８日～翌年１月４日 ※　屋外施設 中央公園町民野球場 管理体制：瀬峰町シルバー人材セン

開館時間：9:00～21:00 　　　　　１２月１日～１２月３１日 管理体制：教育委員会にて管理 開館時間：午前８時３０分～午後９時 　　　　　　　ターに管理委託 細倉体育館 金成町体育センター（屋内）

休業日：９月中旬～翌年５月末日、月 高清水町民武道館 休業日：１２月２８日～１月３日 開館時間：午前９時～午後１０時 開館時間：午前９時～午後１０時

　　　　　曜日 管理体制：社会教育課 栗駒勤労者体育センター(栗駒球場） 開館時間：　午前９時～午後１０時 管理体制：生涯学習課で管理 テニスコート 休館日：１２月２８日～翌年１月３日、 休業日：１２月２８日～翌年１月４日

管理体制：業者委託 有賀運動公園　ゲートボール場 開館時間：午前５時～午後10時 休業日：月曜日 開館時間：午前９時～午後１０時 　　　　　月曜日、国民の祝日の翌日 管理体制：民間に委託

開館時間：午前８時～午後５時 休業日：月曜日及び祝日（休日）の翌 管理体制：　生涯学習課で管理 一迫町ふれあい交流館 休業日：１２月２９日～翌年１月３日 管理体制：教育委員会

築館町総合運動公園　陸上競技場 休業日：１月１日～２月２８日 　　　　　日、１２月２８日～翌年１月４日 ※　屋外施設 （ゲートボールコート） 管理体制：瀬峰町シルバー人材セン 金成町屋外活動センター

開館時間：9:00～17:00 　　　　　１２月１日～１２月３１日 管理体制：教育委員会にて管理 使用時間：午前９時～午後９時３０分 　　　　　　　ターに管理委託 町民水泳プール 使用時間：期限なし

休業日：月曜日、12月28日～1月4日 管理体制：社会教育課 高清水町民体育館 休業日：なし 開館時間：７月1日から９月１０日 休業日：12月１日～翌年３月３１日

管理体制：管理委託（管理指導員委 サン・スポーツランド栗駒 開館時間：午前９時～午後１０時 管理体制：生涯学習課で管理 相撲場 　　児童・生徒　午前９時～午後３時 管理体制：民間に委託

　　　　　　　嘱） 若柳町野球場 （多目的グランド） 休業日：月曜日　国民の祝日の翌日 開館時間：午前９時～午後１０時 　　高校・一般　午後３時～午後６時

開館時間：午前８時３０分～午後５時 開館時間： 　　　　　年末・年始休暇 多目的広場（コート） 休業日：１２月２９日～翌年１月３日 休業日：なし

築館町総合運動公園　野球場 休業日：１月１日～２月２８日 休業日：月曜日及び祝日（休日）の翌 管理体制：生涯学習課で管理 使用時間：午前９時～午後９時３０分 管理体制：瀬峰町シルバー人材セン 管理体制：教育委員会

開館時間：9:00～21:00 　　　　　１２月１日～１２月３１日 　　　　　日、１２月２８日～翌年１月４日 ※　屋内施設 休業日：なし 　　　　　　　ターに管理委託

休業日：月曜日、12月28日～1月4日 管理体制：平日…社会教育課職員 管理体制：教育委員会にて管理 管理体制：生涯学習課で管理

管理体制：管理委託（管理指導員委 　　　　　　　休日等…嘱託 瀬峰町柔剣道場

　　　　　　　嘱） 栗駒町総合体育館 多目的広場（グランド） 開館時間：午前９時～午後１０時

開館時間：午前９時～午後９時 使用時間：午前９時～午後７時 休業日：火曜日　ただし、当該日が祝

築館町総合運動公園　庭球場 休業日：月曜日及び祝日（休日）の翌 休業日：なし 　　　　　日に当たるときはその翌日

開館時間：9:00～17:00 　　　　　日、１２月２８日～翌年１月４日 管理体制：生涯学習課で管理 　　　　　１２月２９日～翌年１月１日

休業日：月曜日、12月28日～1月4日 管理体制：教育委員会にて管理 管理体制：瀬峰町シルバー人材セン

管理体制：業者委託 多目的広場（管理棟） 　　　　　　　ターに管理委託

町民プール 使用時間：午前９時～午後９時３０分

築館町総合運動公園　ゲートボール
場

開館時間：午前9時30分～午後8時20
分

休業日：なし 山崎農村公園ゲートボール場

開館時間：9:00～17:00 休業日：月曜日　月曜日が祝日ある 管理体制：一迫町体育協会に委託 開館時間：午前９時～午後１０時

休業日：月曜日、12月28日～1月4日 　　　　　いは振り替え休日の場合は 休業日：１２月２９日～翌年１月３日

管理体制：管理委託（管理指導員委 　　　　　その翌日 管理体制：瀬峰町ゲートボール協会

　　　　　　　嘱） 　　　　　１２月２８日～翌年1月４日 　　　　　　　に管理委託

管理体制：民間委託

築館町多目的競技場

開館時間：9:00～17:00

休業日：月曜日、12月28日～1月4日

管理体制：管理委託（管理指導員委

　　　　　　　嘱）

築館町海洋センター艇庫

開館時間：9:00～17:00

休業日：９月中旬～翌年５月末日、月

　　　　　曜日

管理体制：管理委託（管理指導員委

　　　　　　　嘱）

町内小学校　体育館･校庭 町内小中学校　体育館・武道館・校庭 町内中学校　体育館・校庭 町内小中学校　体育館・運動場 町内小中学校　体育館・運動場 町内小中学校　校庭 町内小中学校　体育館・運動場 町内小中学校　屋体・武道館・校庭 町内小中学校　体育館・運動場 未実施

開放時間： 開放時間：学校教育に支障のない 開放時間：教育上支障のない範囲 開放時間：午前８時～午後９時まで 開放時間：平日　午後４時～午後９時 開放時間：学校教育に支障のない時 　武道館（中学校）・プール（小学校） 開放時間：学校長の意見を徴して教 開放時間：学校教育に支障のない

　校庭 　　　　　　　時間 管理体制：学校長へ管理委託 　　　　　　　（学校長と協議）            休校日　午前８時～午後９時 　　　　　　　間、ただし、午後５時まで 開放時間：学校長と協議 　　　　　　　育委員会が定める 　　　　　　　時間

　　休校日　午前６時～午後７時 管理体制：教育総務課 利用料：無料 管理体制：学校長へ管理委託 管理体制：教育総務課 管理体制：学校で管理 管理体制：教育委員会 管理体制：教育委員会 管理体制：学校長へ管理委託

　　　　　　　　（４月～１０月） 利用料：無料 利用料：無料 利用料：無料 利用料：無料 利用料：無料 利用料：無料 利用料：無料

         　　午前９時～午後４時

　　　　　　　　（１１月～３月）

　　平日　午前５時～午前７時

　　　　　　　　（４月～１０月）

　体育館

　　休校日　午前８時～午後９時

　　　　　　　　（年間）

　　平日　午後５時３０分～午後９時

　　　　　　　　（年間）

管理体制：教育委員会が管理指導員

　　　　　　　を委嘱

利用料：（体育館のみ）

　午前・午後　各２，０００円

　（築館小は各２，３００円）

　夜間　１時間１，０００円

　（築館小は１，１５０円）

協　議　項　目

８　　学校施設開放

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

専門部会名（社会教育部会）　　分科会（社会教育分科会）　№-3
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栗原地域合併協議会
資料訂正金成町屋外活動センター　　　　↓金成町野外活動センターH16.3.31訂正



専門部会名（社会教育部会）　分科会（社会教育分科会）　№-4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参 　　考 　　事 　　項

９　入館料・観覧料

築館町 一迫町 金成町
白鳥省吾記念館入館料 一迫町山王考古館観覧料 金成町歴史民族資料館入館料

　　　　　　　　　観覧料（１人１回につき） 　　　区　分 入館料（１人１回につき）
　　　一般（学生を含む） 　　小・中学生及び高校生 一般（高校生以上）
　　　個人 　　　団体 　　　個人 　　　団体 小学生・中学生

個人 常設展示
団体 備考 ※減免規程あり
　　消費税除く 　「団体」とは、２０人以上で観覧する場合をいい、それぞれの区分に定める観覧料による。 (入館料の免除)
備考 １、条例第４条に規定する特別の事由があると認める場合は、
　１　「一般」とは、原則として１８歳以上の者をいう。 　※減免規程あり 次のとおりとする。
　２　「団体」とは、２０人以上をいう。 一迫町山王考古館条例 （１）町が主催する歴史、文化財等に関する事業に参加して

第５条　町長は、教育課程に基づく学習活動として観覧する町内の小学生及び中学生並びに 　展示品を観覧する場合
　これらの引率者その他特別の事由が認める者については、展示に係る観覧料を免除するこ （２）町が主催して行う施設見学として資料館を観覧する場合
　とができる。 （３）町内小学校及び中学生並びにこれらの引率者が教育
一迫町山王考古館管理規則 　課程に基づく学習活動として観覧する場合
第９条　条例第５条に規定する特別の事由があると認める者は、次のとおりとする。 （４）前各号に掲げるもののほか、館長が特別の事由がある
（１）町が主催する歴史資料に関する講演会、研究会等に参加して展示品を観覧する者。 　と認めた場合
（２）町が主催して行う施設見学の一環として考古館を観覧する者。 ２、前項の規定により入館料の免除を受けようとする者は、あら
（３）考古館に資料を寄贈した者又は資料を出品している者。 かじめ、入館料免除申請書（様式第１号）を館長に提出し、
（４）教育長が指定する文化の日等において、考古館が主催する文化財保護の思想普及 その承認を受けなければならない。
　　行事に参加して観覧する者。 ３、館長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと
（５）身体障害者（身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により 認めたときは、入館料免除承認書（様式第２号）により申請者
　　身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。）及びその者の身体障害者手帳に身体上 に通知するものとする。
　　の障害程度が１級又は、２級である者として記載されている者の介護者（１人に限る。）
（６）精神薄弱者（療育手帳の交付を受けている者をいう。）及びその介護者（１人に限
　　る。）
（７）前各号に掲げるもののほか、教育長が特別の事由があると認めた者。

一迫町埋蔵文化財センター観覧料
　　　　　　　　　観覧料（１人１回につき）
　　　一般（学生を含む） 　　小・中学生及び高校生
　　　個人 　　　団体 　　　個人 　　　団体

鶯沢町 常設展示 花山村
鶯沢町鉱山資料館観覧料 備考 ◎花山村寒湯番所跡観覧料

大人・大学生 高校生・中学生 　　小学生 　「団体」とは、２０人以上で観覧する場合をいい、それぞれの区分に定める観覧料による。 観覧料の額（１人１回につき）
個人 一般
団体 　※減免規程あり 小・中学生
備考 一迫町埋蔵文化財センター条例 一般
　「団体」とは、２０人以上で観覧する場合をいい、それぞれの 第５条　町長は、教育課程に基づく学習活動として観覧する町内の小学生及び中学生並びに 小・中学生
区分に定める観覧料金による。 　これらの引率者その他特別の事由が認める者については、展示に係る観覧料を免除するこ 備考

　とができる。 団体とは、２０人以上をいう。
鶯沢町郷土資料館 一迫町埋蔵文化財センター管理規則

　　　　　　　　観覧料（１人１回につき） 第１１条　条例第５条に規定する特別の事由があると認める者は、次のとおりとする。 ◎千葉周作ゆかりの家観覧料
大人・大学生 （１）町が主催する歴史資料に関する講演会、研究会等に参加して展示品を観覧する者。 観覧料の額（１人１回につき）
　個人 　団体 　個人 　団体 　個人 　団体 （２）町が主催して行う施設見学の一環としてセンターを観覧する者。 一般

常設展示 （３）センターに資料を寄贈した者又は資料を出品している者。 小・中学生
特別展示 1,020円以内で町長が定める額 （４）センターが主催する文化財保護の思想普及行事に参加して観覧する者。 一般

（５）身体障害者（身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により 小・中学生
　※減免規程なし 　　身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。）及びその者の身体障害者手帳に身体上 備考

　　の障害程度が１級又は、２級である者として記載されている者の介護者（１人に限る。） 団体とは、２０人以上をいう。
（６）精神薄弱者（療育手帳の交付を受けている者をいう。）及びその介護者（１人に限
　　る。） ※減免規定あり
（７）前各号に掲げるもののほか、教育長が特別の事由があると認めた者。 花山村寒湯番所跡の設置及び管理に関する条例

第５条 村長は，特別の理由があると認めたときは，観覧料の全部
又は一部を免除することができる。

千葉周作ゆかりの家の設置及び管理に関する条例
第４条 村長は，特別の理由があると認めたときは，観覧料の全部

全部又は一部を免除することができる。
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